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山梨県神社庁報
11月３日　文化の日
11月23日　勤労感謝の日
12月23日　天皇誕生日
１月１日　元日
１月11日　成人の日

祝

祭
日に
は国旗を掲げましょう

山梨縣護國神社秋季例大祭（終戦70年臨時大祭）
神
社
関
係
者
大
会

（
午
後
一
時
三
十
分
）

次
　
　
第

一
、
開
会
の
辞

一
、
神
宮
遙
拝

一
、
国
歌
斉
唱

一
、
敬
神
生
活
の
綱
領
唱
和

一
、
物
故
者
の
霊
に
黙
祷

一
、
庁
長
式
辞

一
、
総
代
会
長
挨
拶

一
、
庁
務
報
告

一
、
功
績
表
彰

・
神
社
庁
規
程
表
彰

・
神
社
総
代
会
規
程
表
彰

・
神
社
本
庁
規
程
表
彰
者
伝
達

・
全
国
神
社
総
代
会
表
彰
者
伝
達

・
神
宮
大
麻
優
良
表
彰
者
伝
達

一
、
長
寿
の
祝
い
記
念
品
贈
呈

一
、
来
賓
祝
辞
　

１
　
神
社
本
庁
統
理

２
　
神
宮
大
宮
司

３
　
神
道
政
治
連
盟
会
長

一
、
被
表
彰
者
謝
辞
　
　
　
　

一
、
萬
歳
奉
唱

一
、
閉
会
の
辞

「
美
し
い
日
本
の
憲
法
を
つ
く
る

山
梨
県
民
の
会
」
大
会

（
午
後
三
時
）

次
　
　
第

一
、
開
会
の
辞
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
会
長
挨
拶

一
、
来
賓
祝
辞

一
、
記
念
講
演

「
可
能
性
へ
の
挑
戦
」

講
師
　
舞
の
海
秀
平
氏

一
、
閉
会
の
辞
　
　
　
　
　
　

午
後
四
時
二
十
分
　
終
了
予
定

平
成
二
十
七
年
度

神
社
関
係
者
大
会
次
第
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稲
穂
も
実
り
、
新
穀
に
感
謝
の
心

を
奉
る
神
嘗
月
の
今
日
の
佳
き
日
に

県
下
の
神
職
、
総
代
を
始
め
氏
子
、

崇
敬
者
各
位
に
ご
参
会
い
た
だ
き
、

平
成
二
十
七
年
山
梨
県
神
社
関
係
者

大
会
並
び
に
美
し
い
日
本
の
憲
法
を

つ
く
る
山
梨
県
民
の
会
の
講
演
会
を

開
催
い
た
し
ま
し
た
処
、
神
社
本
庁

統
理
殿
、
神
宮
大
宮
司
殿
、
神
道
政

治
連
盟
会
長
殿
を
始
め
多
数
の
御
来

賓
の
ご
臨
席
を
頂
き
篤
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

ご
参
集
頂
き
ま
し
た
関
係
者
各
位

に
は
、
斯
界
の
為
に
常
日
頃
ご
理
解
、

ご
協
力
賜
っ
て
お
り
ま
す
事
に
敬
意

を
表
し
ま
す
。

畏
く
も
天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ

ま
し
て
は
、
天
機
愈
々
麗
し
く
日
々

公
務
に
あ
た
り
精
励
遊
ば
さ
れ
て
お

り
ま
す
こ
と
、
慶
賀
に
堪
え
な
い
次

第
で
す
。
去
る
四
月
八
日
、
九
日
と

パ
ラ
オ
共
和
国
の
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
に

行
幸
啓
遊
ば
さ
れ
戦
後
七
十
年
の
長

き
の
間
、
御
心
に
お
留
に
な
ら
れ
て

い
た
戦
没
者
を
慰
霊
さ
れ
ま
し
た
こ

と
は
、
英
霊
と
遺
族
に
感
謝
の
誠
を

捧
げ
ら
れ
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

又
戦
後
七
十
年
の
御
年
に
は
、

国
神
社
を
始
め
、
各
懸
護
國
神
社
に

幣
帛
を
奉
り
ま
し
た
こ
と
は
、
常
に

英
霊
、
遺
族
を
始
め
国
民
へ
の
思
し

召
し
の
心
が
偲
ば
れ
ま
す
。

神
宮
の
御
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、

第
六
十
二
回
神
宮
式
年
遷
宮
遷
御
の

儀
も
三
月
十
五
日
の
風
宮
で
完
遂
と

な
り
納
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
偏

に
奉
賛
活
動
に
ご
尽
力
頂
い
た
関
係

各
位
の
ご
協
力
と
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。
今
後
は
参
宮
団
を
結
成
し
て
、

神
宮
啓
発
に
尽
く
せ
ね
ば
な
ら
な
い

と
気
を
引
き
締
め
て
お
り
ま
す
の

で
、
ご
協
力
賜
り
ま
す
よ
う
御
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

神
宮
大
麻
頒
布
に
つ
き
ま
し
て

は
、
昨
年
も
神
職
、
総
代
に
ご
尽
力

賜
り
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
二
百

四
十
二
体
の
減
体
と
な
り
ま
し
た
。

本
年
も
頒
布
率
が
低
い
都
市
部
に
重

点
を
置
き
頒
布
活
動
の
推
進
を
図
っ

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
各
支
部
の
中

心
部
に
重
点
を
置
い
た
施
策
を
推
進

し
、
県
内
一
丸
と
な
っ
て
、
神
宮
大

麻
頒
布
の
向
上
に
尽
力
し
て
参
り
た

い
と
存
じ
ま
す
。

国
旗
掲
揚
推
進
運
動
で
は
、
本
年
、

特
に
指
定
団
体
を
も
包
括
し
掲
揚
運

動
を
盛
り
上
げ
た
く
存
じ
ま
す
の

で
、
祝
祭
日
に
は
玄
関
に
国
旗
を
掲

根

津

泰

昇

庁
長

式
　
　
　
辞

揚
し
、
日
本
の
麗
し
い
伝
統
文
化
を

後
世
に
伝
え
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま

す
。
是
非
共
国
旗
掲
揚
に
ご
協
力
お

願
い
致
し
ま
す
。

山
梨
県
神
社
庁
・
神
道
政
治
連
盟

山
梨
県
本
部
・
日
本
会
議
山
梨
県
本

部
は
、
去
る
七
月
二
日
に
「
美
し
い

日
本
の
憲
法
を
つ
く
る
山
梨
県
民
の

会
」
を
発
足
致
し
ま
し
た
。
会
長
に

前
知
事
横
内
正
明
氏
に
ご
就
任
戴
き

格
調
あ
る
会
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

も
偏
に
関
係
各
位
の
お
力
添
え
と
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

メ
デ
ィ
ア
等
で
は
如
何
に
も
戦
争

が
起
き
る
か
の
よ
う
に
誤
解
を
招
く

報
道
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
日
本
人

誰
一
人
戦
争
を
選
ぶ
人
が
い
る
で
し

ょ
う
か
。
悲
惨
な
敗
戦
を
経
験
し
て

い
る
私
達
は
次
世
代
の
子
供
達
に
自

主
憲
法
を
渡
す
が
為
に
、
次
の
七
項

目
を
設
け
邁
進
し
て
参
り
ま
す
。
一
、

前
文
に
は
　
美
し
い
日
本
の
伝
統
文

化
を
明
記
　
二
、
元
首
の
項
に
　
国

の
代
表
は
天
皇
陛
下
で
あ
る
こ
と
を

明
記
　
三
、
九
条
で
は
　
平
和
条
項

と
と
も
に
自
衛
隊
の
規
定
を
明
確
に

す
る
　
四
、
環
境
問
題
で
は
　
世
界

的
規
模
の
環
境
問
題
に
対
応
す
る
規

定
を
整
え
る
　
五
、
家
族
間
で
は

国
家
・
社
会
の
基
礎
と
な
る
家
族
保

護
の
規
定
　
六
、
緊
急
事
態
法
で
は

大
規
模
災
害
な
ど
の
緊
急
事
態
退
去

の
規
定
　
七
、
九
十
六
条
で
は
　
憲

法
改
正
へ
国
民
参
加
の
た
め
の
条
件

緩
和
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う

か
ご
理
解
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

本
日
大
会
の
後
に
、
美
し
い
日
本

の
憲
法
を
つ
く
る
山
梨
県
民
の
会
の

研
修
会
と
し
て
、
元
関
取
の
舞
の
海

秀
平
氏
の
講
演
が
ご
ざ
い
ま
す
。
是

非
憲
法
改
正
へ
の
知
識
を
深
め
て
頂

き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

昨
今
の
社
会
現
象
は
大
き
く
変
化

を
し
て
お
り
ま
す
。
結
婚
式
に
つ
い

て
も
、
少
子
化
の
時
代
を
迎
え
る
な

か
、
結
婚
を
し
な
い
「
な
し
婚
」
で

伝
統
文
化
の
結
婚
に
変
化
が
生
じ
て

い
ま
す
。
先
細
る
将
来
を
懸
念
し
、

婚
礼
業
界
が
、
伝
統
文
化
の
結
婚
式
、

披
露
宴
を
復
活
さ
せ
る
団
体
を
誕
生

さ
せ
ま
し
た
。
今
後
の
業
績
に
期
待

い
た
す
と
共
に
日
本
人
の
心
の
復
活

に
も
期
待
い
た
す
所
で
ご
ざ
い
ま
す
。

人
生
に
は
、
生
と
、
死
の
生
死
感

は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
、
だ
か
ら
こ
そ

生
か
さ
れ
て
い
る
時
は
、
神
社
の
杜

か
ら
「
目
に
見
え
な
い
尊
さ
」「
自

然
へ
の
尊
さ
」「
心
の
尊
さ
」
を
発

信
す
る
時
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、

関
係
各
位
の
発
信
力
を
期
待
申
し
上

げ
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
本
日
表
彰

の
栄
に
浴
さ
れ
た
方
々
は
常
日
頃
神

明
奉
仕
に
携
わ
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
。
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す

と
共
に
今
後
の
ご
活
躍
、
ご
健
勝
を

ご
祈
念
申
し
上
げ
式
辞
と
い
た
し

ま
す
。
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酷
暑
の
夏
も
遠
く
さ
り
、
紅
葉
も

一
段
と
そ
の
色
を
増
し
、
味
覚
の
秋

の
訪
れ
と
共
に
収
穫
に
多
忙
な
季
節

と
な
る
こ
の
頃
で
す
。

平
成
二
十
七
年
度
神
社
関
係
者
大

会
に
県
下
各
地
よ
り
、
こ
の
様
に
多

く
の
方
々
に
お
集
ま
り
戴
き
有
難
う

ご
ざ
い
ま
す
。
各
位
に
お
か
れ
ま
し

て
は
日
頃
は
神
明
奉
仕
、
大
麻
頒
布
、

国
旗
掲
揚
推
進
運
動
等
に
活
動
さ
れ

て
お
る
こ
と
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。な

お
本
日
は
公
務
ご
多
用
の
な
か

ご
来
賓
の
皆
様
は
じ
め
関
係
団
体
代

表
多
数
ご
臨
席
を
賜
り
有
難
う
ご
ざ

い
ま
す
。

さ
て
本
年
は
終
戦
七
十
年
、
大
き

な
節
目
に
あ
た
り
、
天
皇
、
皇
后
両

陛
下
に
は
遠
く
南
の
島
パ
ラ
オ
共
和

国
に
行
幸
啓
遊
ば
さ
れ
、
戦
没
者
慰

霊
碑
に
心
か
ら
な
る
追
悼
の
意
を
表

さ
れ
ま
し
た
。
陛
下
永
年
の
希
望
が

適
え
ら
れ
、
そ
の
上
多
く
の
島
民
の

方
々
と
の
交
流
は
更
に
親
睦
を
深
め

ら
れ
、
語
り
合
う
お
姿
か
ら
至
福
の

笑
顔
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

八
月
十
五
日
天
皇
、
皇
后
両
陛
下

に
は
日
本
武
道
館
に
て
お
こ
な
わ
れ

た
、
全
国
戦
没
者
追
悼
式
に
ご
臨
席

あ
そ
ば
さ
れ
、
軛
我
が
国
は
今
日
ま

で
平
和
と
繁
栄
を
築
い
て
き
ま
し

た
。
国
民
の
尊
い
歩
み
に
思
い
を
致

す
と
き
、
戦
陣
に
散
り
戦
禍
に
倒
れ

た
人
々
に
対
し
、
心
か
ら
な
る
追
悼

の
意
を
表
し
、
世
界
の
平
和
と
我
が

国
の
一
層
の
発
展
を
祈
り
ま
す
。軣

と
お
言
葉
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

第
五
十
一
回
全
国
神
社
総
代
会
大

会
が
九
月
十
日
滋
賀
県
大
津
市
に
於

い
て
催
さ
れ
本
県
よ
り
七
十
名
が
参

加
さ
れ
た
。
式
典
に
先
立
っ
て
行
わ

れ
た
記
念
講
演
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
の
櫻
井
よ
し
子
氏
が
、
海
外
で
の

自
衛
隊
の
活
動
の
一
例
と
し
て
、
現

状
は
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
居
る
日
本

人
が
救
出
を
求
め
て
来
て
も
、
重
装

備
を
し
た
外
国
の
兵
隊
の
手
を
借
り

な
け
れ
ば
今
の
自
衛
隊
法
で
は
日
本

人
を
救
出
で
き
な
い
。
と
現
状
を
紹

介
し
、
自
ら
を
守
り
つ
つ
国
際
社
会

の
平
和
に
貢
献
す
る
よ
う
な
法
整
備

の
必
要
性
を
説
か
れ
ま
し
た
。

平
和
国
家
日
本
の
現
状
は
如
何
で

し
ょ
う
か
。
七
十
年
経
て
も
北
方
四

島
は
戻
ら
ず
、
日
本
海
周
辺
を
見
渡

す
と
竹
島
は
実
質
韓
国
に
占
領
さ

れ
、
軍
隊
も
常
駐
す
る
。
日
本
の
自

衛
艦
は
遠
く
よ
り
漁
船
を
見
守
る
状

況
で
、
尖
閣
諸
島
周
辺
は
中
国
船
が

領
海
内
を
堂
々
と
侵
し
、
公
海
で
は

ガ
ス
田
開
発
と
称
し
て
大
き
な
櫓
を

何
本
も
立
て
、
そ
ん
な
場
所
は
十
数

ヶ
所
。

南
支
那
海
で
は
小
さ
な
暗
礁
を
埋

め
島
を
つ
く
り
、
す
で
に
三
千
米
級

の
滑
走
路
が
出
来
て
お
り
、
や
が
て

島
名
が
つ
け
ら
れ
、
領
海
権
、
領
空

権
を
主
張
す
る
。
日
本
の
艦
船
も
航

空
機
も
総
て
交
通
不
能
に
な
る
。

こ
ん
な
暴
挙
が
許
さ
れ
て
良
い
で

し
ょ
う
か
。
皆
さ
ん
ど
の
よ
う
に
考

え
ま
す
か
。

私
は
思
う
、
こ
の
様
な
暴
挙
に
は

一
国
で
は
対
応
で
き
な
い
。
友
好
国

に
よ
る
集
団
的
自
衛
以
外
に
道
は
な

い
。安

全
保
障
関
連
法
案
は
国
を
守

り
、
国
民
と
平
和
を
守
る
法
律
で
あ

り
、
戦
争
を
す
る
法
律
で
は
な
い
の

で
す
。
軛
平
和
は
経
済
力
と
最
低
の

軍
事
力
軣
が
必
要
で
す
。
平
和
な
国

ス
イ
ス
も
国
家
予
算
の
十
六
％
を
軍

備
費
に
か
け
て
お
る
そ
う
で
す
。

本
日
後
程
相
撲
解
説
者
の
舞
の
海

秀
平
さ
ん
の
講
演
を
確
り
聞
い
て
日

本
の
将
来
を
お
考
え
戴
き
度
い
。

三
つ
願
い
聞
い
て
下
さ
い
。

一
、
こ
の
国
を
子
供
達
に
残
せ
る
か
。

一
、
伊
勢
神
宮
の
お
札
頒
布
を
。

一
、
祝
祭
日
に
国
旗
を
掲
げ
て
。

最
後
に
本
日
表
彰
の
栄
に
浴
さ
れ

た
皆
さ
ん
は
常
日
頃
、
神
明
奉
仕
に

携
わ
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
た
こ
と
で
す
。
心
よ
り
お
祝
い
申

し
上
げ
ご
挨
拶
と
し
ま
す
。

中

込

豊

秋

山
梨
県
神
社
総
代
会

よ
り
良
い
日
本
を
次
世
代
に

会
長

 

敬
神
生
活
の
綱
領 

 

　
神
道
は
天
地
悠
久
の
大
道
で

あ
っ
て
、
崇
高
な
る
精
神
を
培

ひ
、
太
平
を
開
く
の
基
で
あ
る
。 

　
神
慮
を
畏
み
祖
訓
を
つ
ぎ
、

い
よ
い
よ
道
の
精
華
を
発
揮
し
、

人
類
の
福
祉
を
増
進
す
る
は
、

使
命
を
達
成
す
る
所
以
で
あ
る
。 

　
こ
こ
に
こ
の
綱
領
を
か
か
げ

て
向
う
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
、

実
践
に
つ
と
め
て
以
て
大
道
を

宣
揚
す
る
こ
と
を
期
す
る
。 

 

一
、
神
の
恵
み
と
祖
先
の
恩

と
に
感
謝
し
、
明
き
清

き
ま
こ
と
を
以
て
祭
祀

に
い
そ
し
む
こ
と 

 

一
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に

奉
仕
し
、
神
の
み
こ
と

も
ち
と
し
て
世
を
つ
く

り
固
め
成
す
こ
と 

 

一
、
大
御
心
を
い
た
だ
き
て

む
つ
び
和
ら
ぎ
、
国
の

隆
昌
と
世
界
の
共
存
共

栄
と
を
祈
る
こ
と 



事
　
　
業

１
、
神
宮
大
麻
奉
斎
推
進

２
、
神
宮
参
宮
運
動
促
進

３
、
神
殿
三
大
祭
斎
行

４
、
神
宮
新
穀
感
謝
祭
奉
賛

５
、

國
神
社
公
式
参
拝
実
現
運

動
実
施

６
、
北
方
領
土
返
還
運
動
継
続

７
、
各
種
研
修

イ
、
現
任
神
職
研
修
会

ロ
、
総
代
研
修
会

ハ
、
雅
楽
研
修
会

ニ
、
関
東
地
区
中
堅
神
職
研
修
会

ホ
、
女
子
神
職
研
修
会

ヘ
、
浦
安
の
舞
研
修
会

ト
、
初
任
神
職
研
修
会

８
、
一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
諸

会
議

９
、
一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
当

番
県

10
、
国
旗
掲
揚
運
動
推
進

11
、
金
品
寄
付
者
顕
彰

12
、
神
政
連
活
動
に
協
力

13
、
神
社
奉
護
運
動
推
進

14
、
日
本
会
議
活
動
に
協
力

15
、
美
し
い
日
本
の
憲
法
を
つ
く
る

山
梨
県
民
の
会
活
動
に
協
力

16
、
郷
土
暦
編
纂
配
布

17
、
庁
報
「
か
ひ
が
ね
」
年
四
回

発
行

神
社
本
庁
統
理
の
承
認
を
申

請
し
た
神
社

甲
府

八
幡
神
社

財
産
処
分

酒
折
宮

枯
損
木
伐
採

東
山
梨

大
宮
五
所
大
神

主
要
建
物
模
様
替

唐
土
神
社

主
要
建
物
修
理

東
八
代

神
明
神
社

主
要
建
物
改
築

子
之
神
社

境
内
地
模
様
替

子
之
神
社

主
要
建
物
移
築

子
之
神
社

規
則
変
更

子
之
神
社

財
産
処
分

淺
間
神
社

境
内
地
模
様
替

淺
間
神
社

主
要
建
物
増
築

日
當
神
社

財
産
処
分

峡
中

鈴
鹿
大
神
社

主
要
建
物
修
理

八
幡
神
社

主
要
建
物
修
理

峡
北

諏
訪
大
神
社

主
要
建
物
修
理

南
都
留

八
面
神
社

枯
損
木
伐
採

浅
間
神
社

財
産
処
分

浅
間
神
社

境
内
地
模
様
替

漣
神
社

枯
損
木
伐
採

北
都
留

稲
村
神
社

財
産
処
分

神
社
本
庁
規
程
表
彰

表
門
神
社
宮
司

市
川
　
行
治

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
宮
司

上
文
司
　
厚

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
役
員

佐
々
木
三
郎

神
社
庁
規
程
表
彰

住
吉
神
社
宮
司

花
形
　
　
豊

稲
積
神
社
権
禰
宜

根
津
　
佳
明

甲
斐
奈
神
社
宮
司

中
川
　
武
仁

建
部
神
社
宮
司
　

石
原
　
貞
夫

若
宮
八
幡
宮
禰
宜

藤
原
　
永
起

酒
折
宮
責
任
役
員
総
代
会
長

菅
原
　
五
男

熊
野
神
社
顧
問

樋
口
　
孟
郎

神
宮
大
麻
頒
布
優
良
者
表
彰

優
秀
支
部
　

東
八
代
支
部

南
都
留
支
部

特
別
表
彰
頒
布
優
良
奉
仕
者

酒
折
宮
宮
司

飯
田
　
直
樹

頒
布
優
良
奉
仕
者
（
神
職
）

宇
波
刀
神
社
宮
司

石
原
　
　
鎮

両
之
木
八
幡
宮
権
禰
宜

古
屋
　
有
恒

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
権
禰
宜

高
阪
　
雄
次

一
宮
神
社
　
禰
宜
　
鈴
木
　
　
晃

頒
布
優
良
奉
仕
団
体

三
社
諏
訪
神
社
賛
助
会

全
国
神
社
総
代
会
規
程
表
彰

浅
間
神
社
役
員

笠
井
　
義
仁

福
地
八
幡
神
社
役
員

奈
良
　
俊
一

山
梨
県
神
社
総
代
会
規
程
表
彰

諏
訪
神
社
責
任
役
員

角
田
　
貞
三

古
八
幡
神
社
責
任
役
員

望
月
　
和
茂

古
八
幡
神
社
責
任
役
員
総
代
会
長

池
田
　
久
雄

古
八
幡
神
社
責
任
役
員

望
月
　
和
茂

三
社
諏
訪
神
社
総
代

森
塚
　
英
雄

宮
前
八
幡
神
社
崇
敬
者

植
松
　
嘉
文

八
雲
神
社
当
番
町
氏
子

今
村
　
　
二

玉
諸
神
社
氏
子

青
柳
　
陽
一

天
津
司
神
社
総
代
会
長

松
本
　
寿
夫

伊
勢
社
総
代
会
長

長
田
　
玉
夫

天
神
社

野
呂
瀬
幸
雄

天
神
社

依
田
　
敏
夫

穴
切
大
神
社
総
代
会
長

岩
間
　
英
雄

穴
切
大
神
社
責
任
役
員

斉
藤
　
栄
典

穴
切
大
神
社
総
代
会
副
会
長

清
　
　
永
男

穴
切
大
神
社
総
代
会
副
会
長

古
屋
　
　
進

稲
積
神
社
外
郭
団
体
崇
敬
会
友
の
会

藤
巻
　
秀
樹

稲
積
神
社
外
郭
団
体
崇
敬
会
友
の
会

深
沢
　
一
範

稲
積
神
社
外
郭
団
体
甲
府
伊
勢
講
世
話
人

丹
沢
　
孝
雄

恵
比
寿
神
社
総
代
会
世
話
人

佐
藤
　
四
朗

神
明
神
社
総
代
会
長

小
野
　
正
文

鈴
宮
諏
訪
神
社
総
代
会
長

内
田
　
　
勝

酒
折
宮
総
代

小
野
　
勝
正

一
實
神
社
責
任
総
代

浅
利
　
勝
往

文
珠
神
社
総
代

寺
井
　
英
仁

文
珠
神
社
総
代

林
　
　
達
雄

飯
田
八
幡
神
社
総
代

古
屋
　
愛
貴

飯
田
八
幡
神
社
総
代

三
枝
左
千
夫

青
沼
浅
間
神
社
総
代

藤
巻
　
栄
一

青
沼
浅
間
神
社
総
代

古
屋
　
勝
美

甲
斐
奈
神
社

窪
田
　
稲
蔵

戸
蔵
神
社
総
代
会
長

堀
内
　
文
藏

佐
久
神
社
総
代
会
長

小
林
　
久
五

淺
間
神
社
総
代
会
長

三
井
　
晴
則

山
縣
神
社
総
代

小
宮
山
　
久

八
幡
神
社
総
代

山
口
　
恒
夫

八
幡
神
社
総
代

山
口
　
宜
貞

若
一
王
子
神
社

清
水
　
英
夫

諏
訪
神
社
元
総
代

中
込
　
正
道

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

庁
　
務
　
報
　
告

庁
　
務
　
報
　
告

諏
訪
神
社

福
島
　
勝
政

春
日
神
社
顧
問

安
藤
　
重
貞

諏
訪
神
社

正
木
　
斐
子

軍
刀
利
神
社

吉
村
　
　
昭

御
嶽
神
社

土
屋
　
安
男

御
嶽
神
社

落
合
　
義
雄

御
嶽
神
社

中
西
　
利
彦

【
新
任
神
職
】

諏
訪
神
社
禰
宜

山
本
　
佳
里

金
比
羅
神
社
宮
司

青
嶋
　
　
真

諏
訪
神
社
禰
宜

坂
本
　
　
圭

冨
士
浅
間
神
社
禰
宜

荒
谷
　
　
登

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
権
禰
宜

嶽
野
　
智
史

伊
勢
神
明
宮
宮
司

相
田
　
卓
也

【
昇
任
神
職
】

八
幡
神
社
宮
司

天
野
　
正
仁

小
室
浅
間
神
社
宮
司

宮
下
　
重
範

熊
野
大
神
社
宮
司

笹
本
　
　
恵

【
本
務
替
神
職
】

天
神
社
権
禰
宜

窪
坂
　
順
臣

富
士
浅
間
神
社
権
禰
宜

渡
邊
健
一
郎

小
室
浅
間
神
社
宮
司

渡
邊
平
一
郎

愛
宕
神
社
宮
司

宮
下
　
荘
一

【
帰
幽
神
職
】

八
幡
神
社
宮
司

中
田
　
俊
哉

熊
野
大
神
社
宮
司

依
田
　
　
司

唐
土
神
社
宮
司

廣

俊
將

【
退
職
神
職
】

熊
野
八
幡
神
社
宮
司

佐
藤
　
　
誠

冨
士
浅
間
神
社
禰
宜

大
河
原
藤
長

神
部
神
社
禰
宜

小
尾
　
三
雄
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平
成
二
六
年

一
〇
・
　
一

一
〇
・
　
五

一
〇
・
一
九

一
〇
・
二
四

一
〇
・
二
九

一
〇
・
三
〇

一
〇
・
三
一

一
一
・
　
一

一
一
・
　
四

一
一
・
　
六

一
一
・
　
六

一
一
・
　
八

一
一
・
一
四

一
一
・
二
〇

〜
二
一

一
二
・
　
一

平
成
二
七
年

一
・
　
一

一
・
二
一

〜
二
三

一
・
二
九

二
・
　
一

二
・
一
一

二
・
一
三

神
殿
月
次
祭
斎
行

山
梨
縣
護
國
神
社
例

祭
献
幣
使
参
向

國
神
社
秋
季
例

大
祭
参
列

神
社
庁
神
宮
大
麻
暦

頒
布
始
祭
斎
行

東
山
梨
支
部
神
宮
大

麻
暦
頒
布
始
祭
斎
行

峡
中
支
部
神
宮
大
麻

暦
頒
布
始
祭
斎
行

北
都
留
支
部
神
宮
大

麻
暦
頒
布
始
祭
斎
行

神
殿
月
次
祭
斎
行

南
都
留
支
部
神
宮
大

麻
頒
布
始
祭
斎
行

甲
府
支
部
支
部
神
宮

大
麻
暦
頒
布
始
祭
斎

行峡
北
支
部
支
部
神
宮

大
麻
暦
頒
布
始
祭
斎

行東
八
代
支
部
神
宮
大

麻
暦
頒
布
始
祭
斎
行

新
嘗
祭
斎
行

神
宮
新
穀
感
謝
祭
参

拝
旅
行

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
殿
歳
旦
祭
斎
行

神
宮
初
ま
い
り

神
殿
例
祭
斎
行

神
殿
月
次
祭
斎
行

山
梨
縣
護
國
神
社
紀

元
祭
参
列

神
殿
祈
年
祭
斎
行

三
・
　
一

三
・
　
五

四
・
　
一

四
・
　
五

四
・
一
二

四
・
二
三

四
・
二
五

五
・
　
一

五
・
　
三

五
・
　
五

六
・
　
一

七
・
　
一

八
・
　
一

八
・
一
五

八
・
二
六

九
・
　
一

九
・
　
六

九
・
一
七

九
・
二
五

九
・
二
六

九
・
二
九

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
宮
大
麻
頒
布
終
了

祭
参
列

神
殿
月
次
祭
斎
行

山
梨
縣
護
國
神
社
例

祭
参
列

武
田
神
社
例
祭
献
幣

使
参
向國神

社
春
季
例

大
祭
参
列

河
口
浅
間
神
社
例
祭

献
幣
使
参
向

神
殿
月
次
祭
斎
行

稲
積
神
社
例
祭
参
列

北
口
本
宮
冨
士
浅
間

神
社
例
祭
献
幣
使
参

向神
殿
月
次
祭
斎
行

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
殿
月
次
祭
斎
行

山
梨
縣
護
國
神
社
み

た
ま
祭
参
列

北
口
本
宮
冨
士
浅
間

神
社
鎮
火
祭
（
吉
田

の
火
祭
り
）
参
列

神
殿
月
次
祭
斎
行

牛
倉
神
社
例
祭
献
幣

使
参
向

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始

祭
参
列

山
梨
県
神
道
青
年
会

設
立
六
十
五
周
年
奉

告
祭
斎
行

峡
南
支
部
神
宮
大
麻

暦
頒
布
始
祭
斎
行

神
社
庁
神
宮
大
麻
暦

頒
布
始
祭
斎
行

平
成
二
六
年

一
〇
・
　
一

一
〇
・
一
〇

一
〇
・
一
四

一
〇
・
二
〇

一
〇
・
二
一

一
〇
・
二
二

一
〇
・
二
四

一
〇
・
二
七

〜
二
八

一
〇
・
二
九

一
〇
・
三
〇

一
〇
・
三
一

一
一
・
　
二

庁
報
委
員
会
、「
美

し
い
日
本
の
憲
法
を

つ
く
る
国
民
の
会
」

（
憲
政
記
念
館
）

庁
報
委
員
会

神
宮
大
麻
暦
都
市
頒

布
向
上
計
画
担
当
支

部
長
会
、
役
員
会

日
本
会
議
関
東
ブ
ロ

ッ
ク
代
表
者
大
会
実

行
委
員
会
（
東
京
都

神
社
庁
）

北
白
川
道
久
統
理
喜

寿
祝
賀
会
（
明
治
記

念
館
）

神
社
本
庁
評
議
員
会

（
神
社
本
庁
）

山
梨
県
神
社
関
係
者

大
会
（
山
梨
県
民
文

化
ホ
ー
ル
）

一
都
七
県
教
化
担
当

者
会
（
伊
香
保
温
泉

ホ
テ
ル
木
暮
）

東
山
梨
支
部
神
宮
大

麻
暦
頒
布
始
祭
（
山

梨
市
民
会
館
）

峡
中
支
部
神
宮
大
麻

暦
頒
布
始
祭
（
櫛
形

生
涯
学
習
セ
ン
タ

ー
）、
神
政
連
県
本

部
常
任
委
員
会
（
自

民
党
県
連
）

北
都
留
支
部
神
宮
大

麻
暦
頒
布
始
祭
（
上

野
原
市
大
椚

吾
妻

神
社
）、
一
都
七
県

神
政
連
県
本
部
当
番

県
引
き
継
ぎ
（
群
馬

県
神
社
庁
）

自
由
民
主
党
山
梨
県

連
政
経
セ
ミ
ナ
ー

一
一
・
　
四

一
一
・
　
六

一
一
・
　
八

一
一
・
一
二

一
一
・
一
四

一
一
・
一
五

〜
一
六

一
一
・
一
六

一
一
・
二
〇

〜
二
一

一
一
・
二
五

〜
二
六

一
一
・
二
六

一
一
・
二
七

一
一
・
二
七

〜
二
八

一
一
・
二
八

一
一
・
二
九

一
二
・
　
三

（
ア
ピ
オ
甲
府
）

南
都
留
支
部
神
社
関

係
者
大
会
（
ハ
イ
ラ

ン
ド
リ
ゾ
ー
ト
）

甲
府
支
部
神
宮
大
麻

並
暦
頒
布
始
祭
（
山

梨
県
神
社
庁
）、
峡

北
支
部
神
宮
大
麻
暦

頒
布
始
祭
（
北
杜
市

大
泉
町
逸
見
神
社
）

東
八
代
支
部
神
宮
大

麻
暦
頒
布
始
祭
（
淺

間
神
社
）

一
都
七
県
神
社
庁
長

会
（
明
治
記
念
館
）

身
分
選
考
委
員
会
、

役
員
会

北
方
領
土
返
還
要
求

運
動
啓
発
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
（
小
瀬
ス
ポ
ー

ツ
公
園
）

日
本
会
議
関
東
ブ
ロ

ッ
ク
代
表
者
大
会

（
日
本
青
年
会
館
）

新
穀
感
謝
祭
（
五
四

五
名
）

全
国
教
化
会
議
（
神

社
本
庁
）

庁
報
委
員
会
、
全
国

選
挙
対
策
委
員
会

（
参
議
院
議
員
会
館

講
堂
）

堀
内
詔
子
総
決
起
大

会
（
甲
州
市
民
文
化

会
館
、
ふ
じ
さ
ん
ホ

ー
ル
）

教
化
委
員
会
宿
泊
研

修
会（
ホ
テ
ル
石
風
）

神
政
連
県
本
部
常
任

委
員
会
、
庁
報
委
員

会宮
川
典
子
総
決
起
大

会
（
ア
ピ
オ
甲
府
）

風
日
祈
宮
遷
御
の
儀

〜
四

一
二
・
　
七

〜
八

一
二
・
一
〇

一
二
・
一
二

一
二
・
一
七

一
二
・
一
九

平
成
二
七
年

一
・
　
七

一
・
　
八

一
・
　
九

一
・
一
〇

一
・
一
六

一
・
一
七

一
・
二
一

〜
二
三

一
・
二
六

一
・
二
九

二
・
　
五

二
・
　
六

二
・
　
七

二
・
一
二

二
・
一
三

二
・
二
一

奉
拝

新
穀
感
謝
祭
・
功
労

者
顕
彰
式
（
神
宮
）

峡
北
支
部
・
峡
北
神

社
総
代
会
年
末
合
同

会
議
（
魚
光
会
館
）

役
員
会
、
役
員
納
会

庁
報
委
員
会

神
政
連
県
本
部
常
任

委
員
会
（
議
事
堂
）

神
政
連
県
本
部
打
合
せ

南
都
留
支
部
神
職
総

代
合
同
初
会
（
花
水

庭
お
お
や
）

庁
報
委
員
会

東
八
代
支
部
新
年
互

礼
会
（
淺
間
神
社
）

甲
府
支
部
神
職
初
会

（
稲
積
神
社
参
集
殿
）

役
員
会
、
役
員
初
会

神
宮
初
参
り

峡
北
支
部
峡
北
神
社

総
代
会
新
年
合
同
会

議
（
清
水
屋
旅
館
）

神
職
初
会
、
憲
法
改

正
に
つ
い
て
時
局
講

演
会

不
活
動
宗
教
法
人
対

策
会
議
（
都
道
府
県

会
館
）、
甲
府
支
部

神
職
総
代
合
同
初
会

（
ベ
ル
ク
ラ
シ
ッ
ク
）

北
方
領
土
返
還
要
求

運
動
街
頭
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
（
甲
府
駅
）

北
方
領
土
返
還
要
求

運
動
全
国
大
会

神
政
連
県
本
部
打
合

せ（
チ
ャ
ン
ネ
ル
桜
）

役
員
会
、教
化
講
演
会

東
山
梨
支
部
・
東
八

代
支
部
合
同
祭
式
研

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

庁
　
務
　
日
　
誌
　
抄

庁
　
務
　
日
　
誌
　
抄

祭
　
儀
　
関
　
係
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神
社
本
庁
・
神
社
庁
・
神
政
連
・
総
代
会



社
庁
協
議
員
会

初
任
神
職
研
修

第
十
五
回
山
梨
神
社

関
係
者
囲
碁
大
会
、

神
政
連
県
本
部
役
員

会
、
教
化
委
員
会
広

報
部
会

緑
陰
子
供
会
（
大
井

俣
窪
八
幡
神
社
）

神
政
連
山
梨
県
本
部

代
議
員
会
、
山
梨
県

神
社
総
代
会
評
議
員

会一
都
七
県
教
化
担
当

者
会（
常
盤
ホ
テ
ル
）

中
谷
真
一
を
囲
む
会

（
富
士
屋
ホ
テ
ル
）

東
山
梨
支
部
定
期
総

会（
山
梨
市
民
会
館
）

庁
報
委
員
会

雅
楽
研
修
会

東
八
代
支
部
夏
期
研

修
会
（
淺
間
神
社
）

全
国
総
代
会
大
会

（
滋
賀
県
）

第
三
回
宗
教
法
人
の

公
益
性
に
関
す
る
セ

ミ
ナ
ー
（
大
本
山
増

上
寺
）

神
宮
大
麻
暦
頒
布
秋

季
推
進
会
議
（
神
宮

会
館
）、
伊
勢
神
宮

崇
敬
会
地
方
本
部
事

務
局
長
会
（
神
宮
会

館
）、
皇
室
普
及
委

員
会
（
神
宮
会
館
）、

神
社
庁
長
懇
話
会

（
神
宮
会
館
）

神
社
庁
長
会
（
神
宮

司
庁
）

表
彰
委
員
会
、
役
員

会
、
顧
問
参
与
会

（
ホ
テ
ル
談
露
館
）

二
・
二
三

〜
二
七

二
・
二
四

〜
二
五

二
・
二
八

三
・
　
三

〜
四

三
・
　
五

三
・
　
五

〜
六

三
・
　
九

三
・
　
九

〜
一
〇

三
・
一
一

三
・
一
二

三
・
一
八

三
・
一
九

三
・
二
〇

三
・
二
四

三
・
二
六

〜
二
七

三
・
三
〇

三
・
三
一

四
・
　
六

四
・
　
八

四
・
一
三

〜
一
四

四
・
二
二

四
・
二
四

五
・
　
三

五
・
　
九

五
・
一
二

五
・
一
四

五
・
一
七

五
・
一
八

五
・
一
八

〜
二
二

五
・
二
〇

五
・
二
一

五
・
二
六

五
・
二
七

五
・
二
八

五
・
二
九

六
・
　
一

六
・
　
三

六
・
　
四

六
・
　
九

〜
一
〇

六
・
一
一

六
・
一
七

六
・
一
八

〜
一
九

六
・
一
九

六
・
二
一

六
・
二
三

六
・
二
四

六
・
二
五

修
会
（
山
梨
市
民
会

館
）

神
道
政
治
連
盟
皇
居

勤
労
奉
仕
並
第
十
三

回
時
局
対
策
連
絡
会

議
（
皇
居
・
ホ
テ
ル

グ
ラ
ン
ド
パ
レ
ス
）

一
都
七
県
連
合
会
総

会
（
伊
香
保
温
泉

ホ
テ
ル
木
暮
）

赤
池
誠
章
国
政
報
告

会
（
神
社
庁
）

一
都
七
県
神
道
政
治

連
盟
本
部
長
・
幹
事

長
・
事
務
局
長
会
議

（
鐘
山
苑
）

神
宮
大
麻
暦
頒
布
春

季
推
進
会
議
（
神
宮

会
館
）

神
宮
大
麻
暦
頒
布
向

上
計
画
研
修
会
（
神

宮
会
館
）

神
政
連
県
本
部
常
任

委
員
会

第
三
回
神
社
庁
職
員

実
務
研
修
会
（
神
社

本
庁
）

甲
府
支
部
祭
式
研
修

会
、
庁
報
委
員
会

峡
南
支
部
・
峡
中
支

部
・
峡
北
支
部
合
同

祭
式
研
修
会

庁
長
懇
話
会
（
プ
リ

ン
ス
高
輪
）

神
社
庁
長
会
・
皇
室

普
及
委
員
会
（
神
社

本
庁
）、「
美
し
い
日

本
の
憲
法
を
つ
く
る

国
民
の
会
」
代
表
者

会
議
（
衆
議
院
議
員

会
館
）

役
員
会國神

社
参
拝
・

築
地
見
学
旅
行
（
二

一
三
名
）

一
都
七
県
事
務
担
当

者
会
（
伊
香
保
温
泉

ホ
テ
ル
木
暮
）

庁
報
委
員
会

山
梨
県
神
社
庁
研
修

所
講
師
会
、
神
宮
大

麻
暦
都
市
頒
布
向
上

計
画
担
当
支
部
長
会

庁
報
委
員
会

神
社
本
庁
顧
問
・
長

老
・
参
与
会
（
明
治

記
念
館
）

第
三
十
八
回
神
社
総

代
会
幹
部
研
修
会

（
愛
知
県
）

神
社
本
庁
評
議
員
一

都
七
県
の
会
（
明
治

記
念
館
）

役
員
会

第
十
七
回
公
開
憲
法

フ
ォ
ー
ラ
ム
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
中
継

峡
南
神
社
総
代
会
総

会（
中
冨
総
合
会
館
）

清
和
政
策
研
究
会
と

の
懇
親
の
集
い
（
東

京
プ
リ
ン
ス
ホ
テ

ル
）

教
化
委
員
会

東
八
代
支
部
総
会

（
淺
間
神
社
）

第
十
回
山
梨
同
友
地

本
協
力
会
通
常
総
会

（
富
士
屋
ホ
テ
ル
）

神
社
本
庁
評
議
員
会

他
諸
会
議

北
方
領
土
返
還
要
求

運
動
山
梨
県
民
会
議

常
任
理
事
会
及
び
定

期
総
会
（
ベ
ル
ク
ラ

シ
ッ
ク
甲
府
）

峡
北
神
社
総
代
会
通

常
総
会（
魚
光
会
館
）

南
都
留
支
部
・
北
都

留
支
部
合
同
祭
式
研

修
会
（
牛
倉
神
社
）

番
町
政
策
研
究
所
躍

進
の
集
い
（
パ
レ
ス

ホ
テ
ル
東
京
）

表
彰
委
員
会
、
役
員

会庁
報
委
員
会

教
化
委
員
会
広
報
部

会神
道
政
治
連
盟
本
部

長
・
事
務
局
長
連
絡

会
（
神
社
本
庁
）、

神
道
政
治
連
盟
結
成

四
十
五
周
年
記
念
式

典
及
び
国
会
議
員
懇

談
会
合
同
懇
談
会

（
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ

オ
タ
ニ
）

神
道
政
治
連
盟
中
央

委
員
会（
神
社
本
庁
）

神
宮
評
議
員
会
（
伊

勢
神
宮
）

一
都
七
県
神
政
連
当

番
県
引
き
継
ぎ
（
東

京
都
神
社
庁
）、
教

化
委
員
会
広
報
部
会

教
化
委
員
会
、
教
化

委
員
会
事
業
部
会

事
務
担
当
者
研
修
会

（
神
社
本
庁
）

大
東
亜
戦
争
終
結
七

十
年
英
霊
顕
彰
事
業

合
同
地
区
講
演
会

（

國
神
社
）

神
社
検
定

人
事
委
員
会
、
身
分

選
考
委
員
会
、
予
算

委
員
会
、
一
都
七
県

神
社
庁
連
合
会
当
番

県
引
き
継
ぎ

庁
報
委
員
会

国
旗
掲
揚
推
進
委
員

六
・
二
六

六
・
二
九

七
・
　
二

七
・
　
五

七
・
　
六

七
・
　
八

七
・
一
三

〜
一
七

七
・
二
二

七
・
二
五

〜
二
六

七
・
二
八

七
・
三
〇

七
・
三
一

八
・
　
五

八
・
　
七

会峡
中
支
部
総
会
（
櫛

形
生
涯
学
習
セ
ン
タ

ー
）

日
本
会
議
役
員
会
、

教
化
委
員
会
広
報
部

会役
員
会
、
日
本
会
議

総
会
、
美
し
い
日
本

の
憲
法
を
つ
く
る
山

梨
県
民
の
会
設
立
準

備
委
員
会
総
会
、
キ

ャ
ラ
バ
ン
隊
（
甲
府

駅
前
）

教
化
委
員
会
事
業
部

会
緑
陰
子
供
会
打
ち

合
わ
せ
（
大
井
俣
窪

八
幡
神
社
）

庁
報
委
員
会

美
し
い
日
本
の
憲
法

を
つ
く
る
山
梨
県
民

の
会
設
立
大
会
（
甲

府
市
総
合
市
民
会

館
）

一
都
七
県
神
社
庁
連

合
会
中
堅
神
職
研
修

会
（
乙
）（
明
治
神

宮
）

神
社
庁
監
査
、
甲
府

支
部
総
会
並
研
修
会

（
甲
府
ア
ピ
オ
）、
北

都
留
神
社
総
代
会
定

期
総
会
（
大
月
市
民

会
館
）

初
任
神
職
研
修

教
化
委
員
会

神
政
連
山
梨
県
本
部

監
査

山
梨
県
神
社
総
代
会

監
査

峡
北
支
部
通
常
総
会

（
魚
光
会
館
）

役
員
会
、
山
梨
県
神

八
・
　
八

〜
九

八
・
一
二

八
・
一
七

八
・
一
九

八
・
二
〇

〜
二
一

八
・
二
三

八
・
二
八

九
・
　
一

九
・
　
三

九
・
　
六

九
・
一
〇

〜
一
一

九
・
一
四

九
・
一
七

九
・
一
八

九
・
二
九
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山梨県神社庁経常費歳入歳出決算　自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日 

山梨県神社庁経常費歳入歳出予算　自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日 

款項　　科　　目 

神社本庁幣帛料 
負 担 金  
本 庁 協 賛 金  
神 社 負 担 金  
神 職 負 担 金  
特別神社寄贈金 
神宮奉賛活動推進費 
本庁70周年負担金 
交 付 金  
神宮神徳宣揚費 
神社本庁交付金 

財 産 収 入  
神 殿 奉 納 金  
財 産 利 子  
預 金 利 子  

諸 収 入  
郷 土 暦 頒 布 費  
手数料並授与料 
雑 収 入  
特 別 納 付 金  

当 初 運 営 金  
繰 越 金  
歳 入 合 計  

 
款項　　科　　目 

幣 帛 料  
神宮神徳宣揚費 
本庁特別納付金 
支 部 交 付 金  

会 議 費  
役 員 会 費  
委 員 会 費  
関 係 者 大 会 費  
参 与 会 費  

給 料 及 諸 給 与  
給 料  
諸 給 手 当  
賞 与  
傭 人 料  
社会保険・厚生年金 
福 利 厚 生 費  

庁 費  
備 品 費  
文 房 具 費  
図 書 印 刷 費  
消 耗 品 費  
光 熱 水 費  

通 信 運 搬 費  
賄 費  
旅 費  
交 際 費  
慶 弔 費  
雑 費  
車両維持管理費  

事 業 費  
教 化 関 係 費  
教 化 委 員 会 費  
神社振興奨励費 
地 方 研 修 所 費  
講 習 会 助 成 費  
庁 報 発 行 費  
郷 土 暦 調 整 費  
神宮奉賛活動推進費 
指定団体補助金 
神社本庁協賛金 
表 彰 費  
神 社 調 査 費  
諸 祭 寄 贈 金  
雑 費  
一都七県当番準備金 
一都七県当番県助成金 

神社本庁負担金 
大 麻 暦 頒 布 費  
頒 布 始 祭 費  
郷土暦頒布交付金 
荷 造 発 送 費  
雑 費  
派 遣 費  
評 議 員 派 遣 費  
一都七県連合会派遣費 
神宮奉仕員派遣費 
事務担当者派遣費 
会 館 運 営 費  
神 殿 費  
借 地 費  
営 繕 費  
管 理 費  
諸 費  
資金財産造成費 
基本財産造成費 
予備資金積立金 
職員退職金積立金 
会館維持資金積立金 
神宮式年遷宮積立金 
分 担 金  
運営資金積立金 
次年度当初運営金 
予 備 費  
歳 出 合 計  

383,400 
22,586,300 
620,000 

11,366,300 
8,270,000 
1,930,000 
400,000 

0 
49,336,580 
48,300,000 
1,036,580 
10,271 

0 
3,551 
6,720 

5,404,617 
2,111,250 
1,389,000 
814,367 
1,090,000 
6,000,000 
20,957,963 
104,679,131

407,600 
31,163,456 
9,683,456 
21,480,000 
3,246,474 
1,552,093 
80,228 

1,202,196 
411,957 

16,555,773 
8,954,800 
2,089,960 
3,162,750 
83,704 

2,189,469 
75,090 

5,950,902 
722,122 
6,904 
41,700 
336,549 
946,650 

566,707 
7,352 

1,405,670 
769,982 
177,116 
45,283 
924,867 
8,230,703 
936,285 
1,643,291 

0 
588,520 

0 
1,086,480 
1,017,900 
400,000 
1,220,000 
450,000 
29,912 
43,450 
80,000 

0 
734,865 

0 
4,564,350 
961,668 
80,000 
633,375 
27,293 
221,000 
995,298 
226,064 
623,620 
20,000 
125,614 
619,489 
107,161 
200,000 

0 
212,328 
100,000 
7,010,000 
10,000 

3,000,000 
3,000,000 
1,000,000 

0 
426,856 
5,000,000 
6,000,000 
15,000 

91,147,569

380,000 
24,587,880 
620,000 

11,361,800 
8,309,000 
1,930,000 
400,000 
1,967,080 
49,300,000 
48,300,000 
1,000,000 
17,000 
10,000 
3,000 
4,000 

4,483,558 
2,000,000 
800,000 
583,558 
1,100,000 
6,000,000 
13,531,562 
98,300,000

26年度決算額 
 

26年度決算額 
 

本年度予算額 
 

本年度予算額 
 450,000 

31,460,000 
10,000,000 
21,460,000 
4,800,000 
1,900,000 
200,000 
2,000,000 
700,000 

16,977,160 
8,697,600 
2,217,960 
3,261,600 
200,000 
2,500,000 
100,000 
7,950,000 
900,000 
50,000 
200,000 
500,000 
1,100,000 

800,000 
50,000 

1,800,000 
1,100,000 
250,000 
100,000 
1,100,000 
11,905,000 
1,000,000 
2,600,000 

0 
1,000,000 
50,000 

1,200,000 
1,100,000 
400,000 
1,220,000 
465,000 
150,000 
300,000 
120,000 
廃止項目 

0 
2,300,000 
5,000,000 
1,051,000 
80,000 
700,000 
50,000 
221,000 
1,310,000 
300,000 
800,000 
10,000 
200,000 
1,120,000 
200,000 
200,000 
300,000 
300,000 
120,000 
6,010,000 
10,000 

1,000,000 
3,000,000 
1,000,000 
1,000,000 
700,000 
1,000,000 
6,000,000 
2,566,840 
98,300,000

歳　　入　　の　　部 
 

歳　　出　　の　　部 
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歳　　入　　の　　部 
款項　　科　　目 

諸 収 入  
負 担 金  
協 賛 金  
寄 付 金  
雑 収 入  

前 年 度 繰 越 金  
歳 入 合 計  

歳　　出　　の　　部 
款項　　科　　目 

諸 支 出  
備 品 費  
文 房 具 費  
図 書 印 刷 費  
通 信 運 搬 費  

消 耗 品 費  
旅 費  
手 当  
慶 弔 費  
役 員 会 費  
雑 費  
全国神社総代会代議員派遣費 
負 担 金  
事 業 費  
神社振興対策費 
講 演 会 費  
功 績 者 表 彰 費  
研 修 費  
全国総代会積立 
総 会 費  
予備資金積立金 
予 備 費  
歳 出 合 計  

26年度決算額 本年度予算額 

本年度予算額 26年度決算額 

山梨県神社庁総代会経常費歳入歳出決算　自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日 
山梨県神社庁総代会経常費歳入歳出予算　自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日 

歳　　入　　の　　部 
款項　　科　　目 

会 費  
特 別 協 賛 金  
法 人 寄 付  
個 人 寄 付  
雑 収 入  
一都七県繰入金
前 年 度 繰 越 金  
歳 入 合 計  

歳　　出　　の　　部 
款項　　科　　目 

経 常 費  
人 件 費  
備 品 消 耗 費  
事 務 所 費  
政 治 活 動 費  
組 織 活 動 費  
調 査 研 究 費  
寄 付 金 交 付 金  
研 修 費  
一都七県積立金 
一都七県会議費 
そ の 他 の 経 費  
予 備 費  
歳 出 合 計  

26 年度決算額 

1,844,000 
312,000 
1,659,920 
2,305,800 
1,101,370 

49 
103,291 
7,326,430 

26年度決算額 

236,012 
150,000 
19,016 
66,996 

6,745,724 
1,762,514 
127,680 
1,937,200 
675,000 

0 
2,200,714 
42,616 

0 
6,981,736

本年度予算額 

1,920,000 
350,000 
1,100,000 
1,185,000 

0 
306 

344,694 
4,900,000 

本年度予算額 

250,000 
150,000 
20,000 
80,000 

4,570,000 
1,500,000 
200,000 
1,950,000 
600,000 
150,000 
100,000 
70,000 
80,000 

4,900,000

神政連山梨県本部歳入歳出決算  
自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日 

神政連山梨県本部歳入歳出予算  
自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日 
 

3,107,858 
1,554,600 
1,444,000 

0 
109,258 
3,671,951 
6,779,809

3,022,715 
1,554,100 
1,443,000 
5,000 
20,615 

3,527,285 
6,550,000

324,166 
1,331 
2,404 
0 

4,974 

4,016 
58,090 
120,000 
21,308 
4,243 
11,080 
96,720 
173,900 
2,654,458 
1,308,099 

0 
63,717 
335,000 
300,000 
647,642 
100,000 

0 
3,252,524

1,030,000 
5,000 
10,000 
5,000 
30,000 

10,000 
500,000 
120,000 
80,000 
100,000 
50,000 
120,000 
173,900 
4,500,000 
1,600,000 
300,000 
100,000 
700,000 
300,000 
1,500,000 
100,000 
746,100 
6,550,000

神
社
庁
長

◆
東
山
梨
支
部

金
櫻
神
社
　
三
枝
　
斌

諏
訪
神
社
　
堀
内
富
雄
、
古
屋
正

士
、
堀
内
博
之
、
桧
山
行
雄
、
高

階
美
登
里
、
菊
池
冨
士
雄
、
大
柴

茂
、
古
屋
今
朝
治
、
石
川
重
人

◆
東
八
代
支
部

竹
輪
八
幡
神
社
　
殿
岡
虎
雄
　

◆
峡
南
支
部

熊
野
神
社
　
石
川
正
仁
　

弓
削
神
社
　
若
菜
米
子

◆
峡
中
支
部

若
宮
神
社
　
秋
山
正
文

笠
屋
神
社
　
青
沼
久
雄

◆
峡
北
支
部

白
山
神
社
　
井
出
　
誠

幸
燈
神
社
　
溝
口
た
み
子

津
島
神
社
　
三
井
正
朗
、
山
寺
健

二
、
河
西
忠
文
、
大
久
保
定
義
、

功
刀
靖
夫
、
大
久
保
徳
安
、
新
藤

稔諏
訪
神
社
　
板
山
重
光
、
白
倉

浩◆
南
都
留
支
部

白
山
神
社
　
外
川
　
誠

冨
士
御
室
浅
間
神
社
　
小
佐
野
候

次
、
小
佐
野
尊
徳
、
倉
澤
徳
明
、

流
石
喜
久
巳

浅
間
神
社
　
第
五
組
、
第
六
組
、

高
橋
快
言
、
高
橋
徳
義
、
三
浦
和

政
、
林
　
利
之

八
王
子
神
社
･
筒
口
神
社
　
三
〇

一
会
、
白
虎
会
、
小
佐
野
福
夫

◆
北
都
留
支
部

軍
刀
利
神
社
　
石
川
　
剛
、
田
中

靖
夫

春
日
神
社
　
古
見
金
弥
、
幡
野
俊

一
、
奈
良
治
雄

御
嶽
神
社
　
小
泉
吉
廣

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

金
品
寄
付
者
に
対
し
て
感
謝
状
贈
呈

金
品
寄
付
者
に
対
し
て
感
謝
状
贈
呈
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平
成
二
十
七
年
度
の
神
宮
大
麻
・

暦
頒
布
始
祭
、
同
頒
布
推
進
会
議
が

九
月
十
六
、
十
七
日
の
両
日
行
わ
れ

ま
し
た
。
当
県
か
ら
は
根
津
庁
長
、

飯
田
参
事
、
田
村
東
八
代
副
支
部
長

と
私
の
四
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
十

六
日
の
朝
出
発
し
午
後
外
宮
、
内
宮

の
御
垣
内
参
拝
を
行
い
、
午
後
五
時

三
十
分
神
宮
大
宮
司
主
催
の
ご
招
宴

に
全
国
よ
り
参
席
の
約
二
百
名
の

方
々
と
宴
席
に
預
か
り
交
流
、
親
睦

を
図
る
良
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

翌
朝
、
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
が

内
宮
神
楽
殿
に
お
い
て
神
社
本
庁
北

白
川
道
久
統
理
を
は
じ
め
正
副
総
長

以
下
本
庁
役
員
、
全
国
各
神
社
庁
長

な
ど
関
係
者
約
二
百
名
が
参
列
、
斎

行
さ
れ
ま
し
た
。

祭
儀
は
午
前
十
時
、
鷹
司
大
宮
司

以
下
斎
員
、
諸
員
着
座
し
、
修
祓
、

次
い
で
大
麻
、
暦
、
神
饌
が
供
さ
れ
、

亀
田
少
宮
司
が
祝
詞
を
奉
し
、
大
宮

司
玉
串
を
奠
し
、
大
宮
司
以
下
祭
員

奉
拝
八
度
拍
手
両
端
。
次
い
で
神
社

本
庁
統
理
が
玉
串
を
奉
奠
し
て
、
全

国
各
県
神
社
庁
長
他
関
係
者
が
列
拝

し
ま
し
た
。

次
に
神
饌
、
大
麻
、
暦
が
徹
せ
ら

れ
、
大
宮
司
か
ら
頒
布
委
嘱
者
で
あ

る
神
社
本
庁
統
理
に
授
け
、
大
宮
司

以
下
祭
員
等
退
下
に
な
り
ま
し
た
。

北
白
川
統
理
と
田
中
恆
清
総
長
よ
り

各
県
神
社
庁
長
に
今
年
頒
布
す
る
大

麻
と
神
宮
暦
が
授
受
さ
れ
、
神
楽
の

奉
奏
が
あ
り
、
厳
粛
の
中
午
前
十
一

時
三
十
分
祭
を
了
え
、
全
員
降
り
続

く
雨
の
中
、
用
意
さ
れ
た
送
迎
バ
ス

で
推
進
会
議
会
場
の
神
宮
会
館
に
移

動
し
ま
し
た
。

午
後
一
時
、
神
宮
大
麻
暦
頒
布
表

彰
式
と
、
秋
季
推
進
会
議
が
会
館
で

開
催
さ
れ
、
表
彰
式
に
お
い
て
は
特

別
優
良
奉
仕
者
と
し
て
、
当
山
梨
県

の
酒
折
宮
宮
司
、
飯
田
直
樹
（
現
神

社
庁
参
事
）
氏
が
全
国
の
被
表
彰
者

と
共
に
鷹
司
神
宮
大
宮
司
よ
り
表
彰

の
栄
を
賜
り
ま
し
た
。

第
五
十
一
回
全
国
神
社
総
代
会
大

会
が
、
九
月
十
日
滋
賀
県
立
芸
術
劇

場
び
わ
湖
ホ
ー
ル
に
、
全
国
か
ら
一

千
六
百
名
の
神
社
総
代
が
出
席
し
開

催
さ
れ
た
。

本
県
総
代
会
で
は
七
十
名
が
バ
ス

に
分
乗
し
、
び
わ
湖
の
大
会
会
場
に

向
っ
た
。

大
会
は
午
後
一
時
よ
り
長
浜
曳
山

祭
子
供
狂
言
「
三
番
叟
」
の
ア
ト
ラ

ク
シ
ョ
ン
か
ら
始
ま
り
、
記
念
講
演

は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
櫻
井
よ
し
子

先
生
の
「
甦
れ
日
本
・
日
本
の
安
全

と
憲
法
」
の
演
題
で
、
内
容
は
現
在

国
会
参
議
院
特
別
委
員
会
で
審
議
さ

れ
て
い
る
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使

を
可
能
に
す
る
、
安
全
保
障
関
連
法

案
に
付
い
て
の
講
演
で
し
た
。
ま
さ

に
時
期
を
得
た
内
容
で
、
今
後
日
本

の
平
和
と
安
全
を
守
る
為
に
何
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
国
民
一
人
々

が
責
任
を
持
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
貴
重
な
講
演
で
し
た
。

式
典
に
入
り
開
会
の
辞
を
地
元
滋

賀
県
神
社
総
代
会
の
木
村
増
男
会
長

が
行
い
、
神
宮
遥
拝
、
国
歌
斉
唱
に

続
き
主
催
者
代
表
の
三
村
会
長
が
式

辞
を
述
べ
た
。
続
い
て
神
社
功
労
者

の
表
彰
が
あ
り
本
県
は
南
巨
摩
浅
間

神
社
役
員
笠
井
義
仁
氏
と
大
月
福
地

八
幡
神
社
役
員
奈
良
俊
一
氏
の
二
名

が
表
彰
を
受
け
ま
し
た
。
次
に
来
賓

の
神
社
本
庁
統
理
北
白
川
道
久
様
、

神
宮
大
宮
司
鷹
司
尚
武
様
始
め
神
道

政
治
連
盟
会
長
、
滋
賀
県
知
事
と
そ

れ
ぞ
れ
来
賓
祝
辞
を
述
べ
次
に
被
表

彰
者
を
代
表
し
滋
賀
県
羽
田
神
社
役

員
松
谷
二
郎
氏
が
謝
辞
を
述
べ
ま
し

た
。
次
に
平
成
二
十
七
年
度
事
業
計

画
報
告
、
大
会
宣
言
、
次
期
大
会
開

催
は
秋
田
県
で
九
月
二
十
七
日
と
の

発
表
が
あ
り
万
歳
奉
唱
、
閉
会
の
辞

で
盛
会
の
う
ち
に
大
会
が
終
わ
り
ま

し
た
。
翌
日
は
滋
賀
縣
護
國
神
社
に

正
式
参
拝
し
帰
路
に
つ
き
ま
し
た

が
、
こ
の
大
会
の
前
日
は
台
風
十
八

号
が
名
古
屋
に
上
陸
し
大
会
出
席
が

大
変
心
配
で
し
た
。
幸
い
天
候
に
恵

ま
れ
私
達
は
初
期
の
目
的
を
達
成
す

る
事
が
出
来
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の

二
日
間
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
始
め

東
北
地
方
に
記
録
的
大
豪
雨
が
襲
い

鬼
怒
川
の
堤
防
が
決
壊
し
常
総
市
を

始
め
数
名
の
犠
牲
者
と
家
屋
や
農
地

に
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
自
然

界
の
驚
異
に
驚
く
と
共
に
尊
い
生
命

財
産
を
失
っ
た
皆
様
に
哀
悼
の
意
を

申
し
上
げ
一
日
も
早
い
復
興
を
願
う

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

続
い
て
推
進
会
議
が
開
か
れ
、
平

成
二
十
六
年
度
神
宮
大
麻
暦
頒
布

数
、
平
成
二
十
七
年
度
の
同
交
付
数
、

三
ヶ
年
継
続
神
宮
大
麻
都
市
頒
布
向

上
計
画
等
に
つ
い
て
の
議
案
協
議
と

神
宮
大
麻
頒
布
事
例
報
告
を
群
馬
県

前
橋
支
部
長
の
瀬
尾
氏
と
大
阪
府
の

足
立
氏
の
二
名
よ
り
発
表
あ
り
、
頒

布
率
の
少
な
い
地
域
を
住
民
デ
ー
タ

を
活
か
し
て
の
ロ
ー
ラ
ー
頒
布
運
動

が
成
果
を
挙
げ
た
等
の
発
表
が
さ

れ
、
午
後
二
時
三
十
分
散
会
し
ま
し
た
。

当
支
部
に
於
い
て
、
二
年
連
続
し

て
大
麻
頒
布
増
体
を
図
っ
て
来
ま
し

た
が
今
頒
布
会
議
に
参
加
し
、
大
海

の
活
動
を
知
り
大
変
な
刺
激
を
受
け

ま
し
た
。
更
な
る
神
宮
大
麻
・
暦
の

頒
布
向
上
を
決
意
し
、
田
村
副
支
部

長
と
共
に
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

志

村

重

治

東
八
代
支
部
　
支
部
長

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
と
全
国
推
進
会
議
に
参
加
し
て

堀

内

文

藏

神
社
総
代
会
　
東
八
代
支
部
　
会
長

全
国
神
社
総
代
会
大
会
に
参
加
し
て



去
る
九
月
二
十
九
日
に
甲
府
談
露

館
に
お
い
て
恒
例
の
顧
問
参
与
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

第
一
部
の
例
会
で
は
、
新
参
与
二

名
に
根
津
庁
長
よ
り
委
嘱
状
が
交
付

さ
れ
、
根
津
庁
長
、
中
込
総
代
会
長

よ
り
御
挨
拶
を
い
た
だ
い
た
後
、
神

社
庁
業
務
概
要
報
告
が
行
わ
れ
ま
し

た
。第

二
部
で
は
、
山
梨
県
リ
ニ
ア
交

通
局
リ
ニ
ア
推
進
課
の
石
寺
淳
一
課

長
補
佐
よ
り
、「
リ
ニ
ア
新
幹
線
の

建
設
促
進
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー

マ
の
も
と
、
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の

九
月
二
十
九
日
火
曜
日
、
山
梨
県

神
社
庁
神
殿
に
於
い
て
厳
粛
な
奏
楽

の
中
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

例
年
大
麻
頒
布
始
祭
は
、
神
社
関

係
者
大
会
に
合
わ
せ
て
コ
ラ
ニ
ー
文

化
ホ
ー
ル
で
実
施
し
て
い
る
が
、
本

年
は
、
神
社
関
係
者
大
会
に
先
立
神

社
庁
神
殿
に
於
い
て
、
北
都
留
支
部

員
が
奉
仕
し
た
。
斎
主
牛
倉
神
社
宮

司
中
村
宗
彦
、
副
斎
主
八
幡
神
社
禰

宜
藤
本
文
彦
、
斎
員
大
神
社
宮
司
天

野
武
、
一
宮
神
社
禰
宜
鈴
木
晃
、
典

儀
春
日
神
社
宮
司
渡
邊
學
。
雅
楽
を

山
梨
県
神
道
雅
楽
会
の
奏
楽
、
修
祓
、

斎
主
一
拝
、
献
饌
、
斎
主
祝
詞
奏
上
、

次
に
山
梨
県
女
子
神
職
会
、
比
枝
神

社
宮
司
津
金
八
千
代
、
熊
野
神
社
禰

宜
渡
邊
千
紗
、
の
二
人
が
浦
安
の
舞

を
奉
納
し
、
斎
主
、
根
津
庁
長
、
中

込
総
代
会
長
に
合
わ
せ
参
列
し
た
県

内
神
職
、
総
代
が
玉
串
拝
礼
、
撒
饌
、

斎
主
一
拝
、
根
津
庁
長
よ
り
各
支
部

の
代
表
に
神
宮
大
麻
と
暦
が
授
与
さ

れ
閉
式
と
な
っ
た
。

昨
年
か
ら
は
じ
ま
っ
た
「
三
カ
年

継
続
神
宮
大
麻
都
市
頒
布
向
上
計

画
」
が
進
め
ら
れ
る
な
か
、
山
梨
県

は
大
麻
頒
布
数
が
減
少
し
て
い
る
。

県
下
各
支
部
神
職
、
総
代
が
協
力
し

て
大
麻
増
頒
布
へ
の
積
極
的
な
取
組

み
を
願
い
た
い
。

基
本
情
報
を
始
め
、
今
後
の
県
内
交

通
や
リ
ニ
ア
活
用
基
本
構
想
、
リ
ニ

ア
駅
周
辺
整
備
な
ど
、
今
迄
の
経
緯

と
今
後
の
方
向
性
な
ど
、
わ
か
り
や

す
く
丁
寧
な
講
話
を
拝
聴
い
た
し
ま

し
た
。

第
三
部
の
懇
親
会
は
終
始
和
や
か

に
懇
親
を
深
め
、
盛
会
裡
に
終
宴
い

た
し
ま
し
た
。

今
回
、
北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社

の
田
邉
將
之
禰
宜
さ
ん
と
私
の
二
名

が
、
新
参
与
と
し
て
委
嘱
さ
れ
ま
し

た
。
大
変
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
と

と
も
に
、
諸
先
輩
を
始
め
皆
様
か
ら

の
ご
指
導
の
賜
物
で
あ
る
と
感
謝
い

た
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
変
わ

ら
ぬ
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ

う
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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渡

邊

　

學

北
都
留
支
部
　
支
部
長

山
梨
県
神
社
庁
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭

飯

田

直

樹

酒
折
宮
　
宮
司

神
社
庁
顧
問
参
与
会



ま
ん
が
古
事
記

う
み
さ
ち
や
ま
さ
ち
（
第
二
話
）

「
全
国
神
社
保
育
団
体
連
合
会
」
提
供

問
い
合
わ
せ

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
一
│
一
│
二
　

神
社
本
庁
内

電
　
話

〇
三
│
三
三
七
九
│
八
〇
一
一

一
冊
　
一
二
〇
円

お
子
さ
ん
、
お
孫
さ
ん
と
、

神
話
の
世
界
を
お
楽
し
み
下
さ
い
。

あ
ら
す
じ

日
向

ひ
ゅ
う
が

の
国く

に

に
、

海
幸
彦

う
み
さ
ち
ひ
こ

・
山
幸
彦

や
ま
さ
ち
ひ
こ

と
い
う
兄
弟

き
ょ
う
だ
い

が
お

り
ま
し
た
。
海
幸

う
み
さ
ち

彦ひ
こ

は
釣つ

り
を
、
山や

ま

幸
彦

さ
ち
ひ
こ

は
狩か

り
を
毎ま

い

日に
ち

し
て
い
ま
し
た
。

あ
る
と
き
、
山や

ま

幸
彦

さ
ち
ひ
こ

は
お
兄に

い

さ
ん

の
釣つ

り
ば
り
を
か

り
て
、
海う

み

に
釣つ

り

に
で
か
け
て
い
き

ま
し
た
。

山や
ま

で
え
も
の
を

と
る
よ
う
に
は
、

ど
う
し
て
も
う
ま

く
い
き
ま
せ
ん
。

つ
い
に
は
魚

さ
か
な

に
、

お
兄に

い

さ
ん
が
大
切

た
い
せ
つ

に
し
て
い
た
釣つ

り

ば
り
を
と
ら
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

こ
ま
っ
た
山
幸
彦

や
ま
さ
ち
ひ
こ

は
、
綿
津
見
神

わ
た
つ
み
の
か
み

の

宮
殿

き
ゅ
う
で
ん

に
む
か
う
の

で
し
た
。
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（
一
七
二
号
　
第
三
話
へ
続
く
）



本
年
度
、
一
都
七
県
神
社
庁
連
合

会
の
当
番
県
と
し
て
担
当
す
る
研
修

会
「
第
五
十
一
回
中
堅
神
職
研
修

（
乙
）」
が
、
東
京
都
渋
谷
区
の
明
治

神
宮
会
館
で
去
る
七
月
十
三
日
か
ら

十
七
日
ま
で
の
五
日
間
に
渡
り
開
催

さ
れ
た
。

こ
の
研
修
は
「
三
級
以
上
の
神
職

で
五
年
以
上
の
神
職
経
歴
を
有
し
、

各
種
研
修
を
四
日
間
以
上
受
講
し
て

い
る
者
。
但
し
、
昭
和
五
十
年
七
月

一
日
以
降
に
神
職
に
任
用
さ
れ
た
者

は
、
初
任
神
職
研
修
を
終
了
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
別
表
神
社

の
宮
司
、
権
宮
司
及
び
本
庁
神
社
庁

の
主
事
に
任
用
予
定
の
者
」
と
な
っ

て
い
る
。

初
日
は
、
一
般
の
講
師
と
し
て
、

山
梨
県
宗
教
者
懇
話
会
会
長
で
あ
り

放
光
寺
長
老
の
清
雲
俊
元
先
生
の

「
伝
統
・
文
化
」
の
講
義
か
ら
ス
タ

ー
ト
し
、
二
日
目
に
は
神
社
本
庁
総

務
部
部
長
の
小
野
崇
之
先
生
の
「
法

制
実
務
」、
三
日
目
に
は
神
社
本
庁

教
化
部
教
化
課
課
長
吉
田
高
庸
先
生

の
新
し
い
ア
ン
ケ
ー
ト
道
具
を
使
っ

た
「
神
道
教
化
」、
引
き
続
き
、
神

社
本
庁
地
区
教
化
講
師
の

原
玄
承

先
生
に
よ
る
「
神
道
教
化
」、
四
日

目
に
は
、
山
梨
県
神
社
庁
祭
式
講
師

の
桃
井
一
祝
先
生
の
「
祭
祀
演
習

Ⅱ
」、
最
終
日
に
は
、
山
梨
県
神
社

庁
根
津
泰
昇
庁
長
の
講
話
の
予
定
で

あ
っ
た
が
、
交
通
機
関
の
障
害
に
よ

り
、
佐
々
木
副
庁
長
が
講
話
を
代
行
。

締
め
と
な
っ
た
。

研
修
生
は
、
毎
朝
、
山
梨
県
神
社

庁
研
修
所
錬
成
行
法
道
彦
の
佐
々
木

仁
先
生
、
同
助
彦
の
中
村
宗
彦
先

生
の
指
導
に
よ
り
、
禊
場
で
の
禊
指

導
を
う
け
、
身
も
心
も
清
ま
り
研
修

を
進
め
た
。

ま
た
、
毎
日
、
朝
夕
拝
は
、
隊
列

を
組
み
行
進
を
し
、
明
治
神
宮
拝
殿

で
執
り
行
っ
た
。
合
わ
せ
て
国
旗
掲

揚
、
同
降
納
も
威
儀
を
正
し
、
君
が

代
を
斉
唱
し
な
が
ら
、
正
し
い
作
法

を
学
ぶ
中
で
実
施
さ
れ
た
。

夜
に
は
、
訓
育
主
任
に
よ
り
、
フ

リ
ー
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
も
行
わ

れ
、
神
職
に
な
っ
た
き
っ
か
け
か
ら
、

神
職
と
し
て
の
思
い
や
、
夢
を
語
る

時
間
を
設
け
て
、
神
道
、
神
職
へ
の

新
し
い
視
点
を
互
い
の
学
ぶ
の
と
共

に
、
受
講
者
相
互
の
交
流
が
深
ま
る

よ
う
、
進
め
ら
れ
た
。

今
回
は
、（
乙
）
の
研
修
で
あ
る

が
、
当
番
県
と
し
て
、
来
春
２
月
末

に
（
甲
）
の
研
修
が
五
日
間
行
わ
れ
、

そ
の
後
、
修
了
生
は
神
社
本
庁
直
轄

研
修
と
し
て
の
、
中
堅
神
職
研
修

（
丙
）（
丁
）
の
各
五
日
間
、
十
日
を

修
了
す
る
と
、
中
堅
神
職
研
修
全
過

程
を
修
了
す
る
こ
と
と
な
る
。
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本
年
度
、
一
都
七
県
神
社
庁
当
番

県
と
し
て
開
催
す
る
「
一
都
七
県
神

社
庁
教
化
担
当
者
会
」
が
八
月
二
十

日
、
二
十
一
日
の
両
日
、
山
梨
県
甲

府
市
の
常
磐
ホ
テ
ル
に
於
い
て
、
一

都
七
県
の
教
化
担
当
者
三
十
名
、
オ

ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
、
山
梨
県
神
社

庁
教
化
委
員
他
山
梨
県
関
係
者
十
八

名
の
参
加
を
得
て
開
催
さ
れ
た
。

こ
の
会
議
は
「
一
都
七
県
教
化
担

当
者
の
連
絡
を
緊
密
に
し
、
他
の
都

県
神
社
の
教
化
活
動
に
関
す
る
情
報

を
交
換
す
る
と
と
も
に
、
共
通
の
問

題
点
等
に
つ
い
て
検
討
・
協
議
の
場

を
設
け
る
。」
事
を
目
的
と
し
毎
年
、

当
番
県
を
会
場
に
開
催
さ
れ
て
い

る
。会

議
は
、
開
会
式
の
あ
と
、
古
屋

真
弘
教
化
委
員
長
を
議
長
に
選
出
、

ま
ず
、
神
社
本
庁
教
化
広
報
部
稲
貴

夫
部
長
よ
り
、「
神
社
本
庁
の
教
化

広
報
施
策
に
つ
い
て
」
の
説
明
が
あ

り
、
教
化
実
践
目
標
の
事
な
ど
の
説

明
が
な
さ
れ
た
。

次
に
、
各
都
県
の
教
化
事
例
報
告

が
な
さ
れ
、
各
都
県
ご
と
の
特
徴
あ

ふ
れ
る
教
化
広
報
事
業
が
報
告
さ
れ

た
。次

に
、
今
会
議
で
も
一
番
重
要
な

議
題
で
あ
る
「
一
都
七
県
広
報
共
同

企
画
に
つ
い
て
」
当
番
県
で
あ
る
山

梨
県
か
ら
提
案
が
な
さ
れ
た
。

こ
の
共
同
広
報
企
画
は
、
一
都
七

県
が
全
国
に
先
駆
け
て
始
め
た
も
の

で
あ
り
、
今
回
で
十
五
回
目
を
数
え

る
。
広
告
の
目
的
は
、
神
宮
大
麻
頒

布
推
進
、
初
詣
の
す
す
め
を
中
心
に

企
画
さ
れ
て
い
る
。

今
回
、
当
番
県
山
梨
県
か
ら
は
、

初
の
試
み
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
へ
の
広
告
が
提
案
さ
れ
た
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
広
告
は
、
既
存
の
マ

ス
コ
ミ
広
告
と
違
っ
て
、
ま
だ
、
一

般
的
で
は
な
い
が
、
若
者
を
中
心
に

広
く
広
告
と
し
て
認
知
さ
れ
て
お

り
、
特
に
、
神
宮
大
麻
の
事
、
初
詣

の
事
、
神
社
へ
の
お
参
り
の
作
法
な

ど
多
く
の
情
報
、
映
像
を
盛
り
込
ん

だ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
中
で
一
番
シ
ェ
ア
の
あ
る
ヤ

フ
ー
と
い
う
広
報
媒
体
か
ら
誘
引
す

る
ス
タ
イ
ル
は
、
新
し
い
試
み
と
し

て
参
加
者
か
ら
賛
同
を
得
た
。
こ
の

広
告
に
は
さ
ら
に
利
点
が
あ
り
、
こ

の
広
告
を
見
て
い
る
ユ
ー
ザ
ー
の
性

別
、
地
域
、
時
間
が
後
日
レ
ー
ポ
ー

ト
さ
れ
る
事
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

よ
り
、
有
効
な
広
告
手
段
と
し
て
注

目
を
さ
れ
て
い
る
。

当
日
、
了
解
さ
れ
た
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
広
告
は
年
末
十
二
月
二
十
日
か

ら
新
年
一
月
十
日
ま
で
の
二
十
二
日

間
一
都
七
県
で
実
施
さ
れ
る
予
定
で

あ
る
。

議
事
の
あ
と
、
次
年
度
当
番
県
東

京
都
か
ら
挨
拶
が
な
さ
れ
、
会
議
は

閉
会
し
た
。

古

屋

真

弘

山
梨
県
神
社
庁
研
修
所
　
訓
育
主
任

一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
中
堅
神
職
研
修
会
（
乙
）
を
担
当
し
て

古

屋

真

弘

山
梨
県
神
社
庁
　
教
化
委
員
長

一
都
七
県
神
社
庁
教
化
担
当
者
会
を
山
梨
県
で
開
催
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新
た
に
任
用
さ
れ
た
神
職
に
対

し
、
神
社
本
庁
・
神
社
庁
の
組
織
を

明
確
に
理
解
せ
し
め
、
本
庁
包
括
下

の
神
職
と
し
て
の
自
覚
と
連
帯
感
を

養
ふ
こ
と
を
目
的
に
左
記
の
日
程
・

内
容
で
開
催
さ
れ
、
十
二
名
が
受
講

し
全
員
が
研
修
を
修
了
し
た
。

記

一
、
日
程

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
五
日

（
土
）
・
二
十
六
日
（
日
）

平
成
二
十
七
年
八
月
八
日
（
土
）

・
九
日
（
日
）

一
、
科
目
並
時
間

１
、
神
宮
に
関
す
る
講
義
　
　
　
　

三
時
間

２
、
神
職
奉
務
心
得
に
関
す
る
講
義

六
時
間

３
、
神
社
本
庁
史
に
関
す
る
講
義
　

五
時
間

４
、
祭
祀
関
係
実
技
に
関
す
る
講

義
及
び
演
習
　
　
　
五
時
間

５
、
神
社
実
務
に
関
す
る
講
義
　
　

五
時
間

６
、
そ
の
他
の
科
目
　
　
三
時
間

７
、
訓
育
並
課
外
活
動
　
研
修
中

第
十
八
回
初
任
神
職
研
修
会
が
七

月
二
十
五
日
〜
二
十
六
日
と
八
月
八

日
〜
九
日
の
四
日
間
、
山
梨
県
神
社

庁
で
宿
泊
制
に
て
行
わ
れ
、
県
内
か

ら
集
ま
っ
た
十
二
名
の
受
講
者
全
員

が
無
事
に
規
定
の
日
程
を
修
了
、
共

に
修
了
証
を
受
領
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
お
忙
し
い
な
か
貴
重
な
時

間
を
割
い
て
戴
き
ま
し
た
講
師
の
先

生
方
、
事
務
局
の
皆
様
に
先
ず
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

研
修
は
初
日
の
開
講
式
で
そ
の
幕

を
開
け
ま
し
た
が
、
今
回
そ
こ
に
は

受
講
生
が
所
属
す
る
各
支
部
の
支
部

長
が
並
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
ま
し

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
五
日
、

二
十
六
日
と
八
月
八
日
、
九
日
の
四

日
間
、
山
梨
県
神
社
庁
で
の
初
任
神

職
研
修
に
参
加
し
ま
し
た
。

神
殿
で
の
厳
か
な
開
講
式
の
後
、

敬
神
生
活
の
綱
領
、
神
宮
に
つ
い
て
、

神
職
奉
務
心
得
、
神
社
実
務
、
神
社

庁
本
庁
憲
章
、
神
社
本
庁
史
、
祭
祀

関
係
実
技
の
講
義
が
あ
り
ま
し
た
。

今
回
の
研
修
で
改
め
て
、
神
職
と

し
て
大
切
な
基
本
を
学
ぶ
事
が
出
来

ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
は
そ
れ
ぞ
れ
由
緒

あ
る
神
社
の
宮
司
さ
ん
で
、
講
義
内

容
の
素
晴
ら
し
さ
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
そ
の
見
事
な
話
術
に
引
き
込
ま

れ
ま
し
た
。

未
熟
な
私
に
も
理
解
し
易
い
言
葉

を
選
び
、
温
か
い
気
持
ち
が
伝
わ
っ

て
く
る
講
義
で
、
神
職
に
求
め
ら
れ

る
「
話
す
こ
と
」
を
私
も
も
っ
と
学

ば
な
け
れ
ば
と
痛
感
し
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
に
は
暑
い
中
を
遠

く
か
ら
お
運
び
い
た
だ
き
、
心
か
ら

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
今
回
の
研
修
が
滞
り
な
く

行
え
た
の
は
、
山
梨
県
神
社
庁
の
皆

様
の
細
や
か
な
お
心
遣
い
と
入
念
な

準
備
の
お
か
げ
で
し
た
。

研
修
生
も
、
年
令
や
経
歴
は
違
っ

て
い
て
も
、
お
互
い
を
思
い
や
り
、

助
け
合
う
心
の
あ
る
優
し
い
方
々
で

し
た
。

こ
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
方
々
に

支
え
ら
れ
て
、
無
事
に
研
修
を
終
え

る
事
が
出
来
ま
し
た
。

不
安
な
気
持
ち
で
臨
ん
だ
研
修
で

し
た
が
、
緊
張
感
は
あ
る
も
の
の
、

楽
し
く
有
意
義
な
四
日
間
で
し
た
。

こ
の
研
修
で
お
会
い
し
た
素
晴
ら

し
い
皆
様
に
少
し
で
も
近
づ
け
る
よ

う
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

た
。
こ
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
駆
け
つ

け
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
式
の
冒
頭

か
ら
込
み
上
が
る
も
の
が
あ
り
、
同

時
に
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
が
し
た

こ
と
が
深
く
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

続
く
各
講
義
で
は
新
し
く
神
職
と

な
る
に
あ
た
っ
て
の
心
得
と
、
こ
の

先
続
く
神
職
の
道
の
基
盤
と
な
る

様
々
な
事
柄
を
学
び
ま
し
た
。
全
て

を
こ
こ
に
は
書
き
尽
く
せ
ま
せ
ん

が
、
先
人
の
積
み
重
ね
の
上
に
今
の

自
分
た
ち
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
改

め
て
自
覚
し
、
先
人
を
尊
ぶ
こ
と
か

ら
全
て
が
始
ま
る
こ
と
を
胸
に
刻
む

貴
重
な
毎
日
で
し
た
。

そ
し
て
迎
え
た
夜
、
所
定
の
講
義

を
終
え
た
は
ず
の
神
社
庁
神
殿
の
前

に
自
然
と
人
が
集
ま
り
、
い
つ
し
か

翌
日
の
朝
拝
に
向
け
て
自
主
的
な
習

礼
が
始
ま
り
ま
し
た
。
本
を
片
手
に

作
法
や
足
の
運
び
に
つ
い
て
議
論
に

花
が
咲
き
、
気
が
付
け
ば
就
寝
時
間

ぎ
り
ぎ
り
に
。
慌
て
て
身
支
度
を
整

え
布
団
に
飛
び
込
ん
だ
の
は
本
当
に

良
い
思
い
出
で
す
。

こ
れ
か
ら
先
、
神
職
の
一
員
と
し

て
日
々
歩
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
こ
の
四
日
間
切
磋
琢
磨
し
た

素
晴
ら
し
い
仲
間
と
共
に
、
諸
先
輩

方
に
教
え
て
戴
い
た
こ
と
を
実
践

し
、
斯
界
発
展
の
た
め
一
層
研
鑽
を

積
ん
で
参
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
未
熟
者
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、

引
き
続
き
御
指
導
の
程
ど
う
か
宜
し

く
御
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

u
u

u
u

u
u

u
u

u
u

u
u

u
u

u
u

u
u

u
u

u
u

u
u

u
u

u
u

u

初
任
神
職
研
修
会
報
告

山
縣
神
社
　

禰
宜

塚
　
川
　
宣
　
和

大
神
社
　

権
禰
宜

加
賀
美
　
る
　
み
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奇
し
く
も
昨
年
と
同
じ
八
月
十
七

日
、
神
社
庁
と
の
共
催
で
「
緑
陰
子

供
会
」
が
窪
八
幡
神
社
に
て
行
わ
れ

ま
し
た
。
そ
の
日
は
あ
い
に
く
の
朝

か
ら
一
日
雨
で
し
た
が
、
総
勢
三
十

二
名
の
小
学
生
が
集
ま
り
、
拝
殿
で

の
正
式
参
拝
、
社
務
所
へ
移
動
し
て

の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
紙
芝
居
、

あ
ん
ど
ん
作
り
、
昼
食
、
火
鑽
り
実

演
、
お
や
つ
、
最
後
は
拝
殿
で
生
の

雅
楽
演
奏
を
聴
き
ま
し
た
。

一
日
の
進
行
は
、
神
社
庁
の
教
化

委
員
と
神
道
青
年
会
の
メ
ン
バ
ー
が

担
当
さ
れ
ま
し
た
が
、
役
者
揃
い
で

上
手
に
盛
り
上
げ
た
り
話
を
し
た
り

と
、
見
て
い
る
こ
ち
ら
も
感
心
し
ま

し
た
。
火
鑽
り
や
雅
楽
は
初
め
て
の

体
験
の
子
が
ほ
と
ん
ど
で
、
圧
倒
さ

れ
た
雰
囲
気
で
見
入
っ
て
い
ま
し

た
。最

後
に
修
了
証
と
お
み
や
げ
を
も

ら
い
、
雨
の
中
お
迎
え
に
来
た
保
護

者
に
「
楽
し
か
っ
た
」
と
言
っ
て
帰

っ
て
い
く
姿
を
見
て
、
ほ
っ
と
し
ま

し
た
。
神
社
庁
、
教
化
委
員
、
神
青

会
、
雅
楽
会
、
又
東
山
支
部
の
皆
様

に
は
ご
尽
力
い
た
だ
き
、
誠
に
有
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

私
は
友
だ
ち
に
さ
そ
わ
れ
て
緑
陰

子
供
会
に
参
加
し
ま
し
た
。
私
は
用

事
が
あ
っ
た
の
で
少
し
お
く
れ
て
い

き
ま
し
た
。

は
じ
め
に
ミ
ニ
ゲ
ー
ム
な
ど
を
し

て
遊
ん
だ
り
紙
し
ば
い
を
読
ん
で
も

ら
っ
た
り
し
ま
し
た
。
紙
し
ば
い
で

は
八
幡
神
社
の
こ
と
が
よ
く
知
れ
た

り
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

お
昼
は
カ
レ
ー
で
し
た
。
お
い
し

か
っ
た
で
す
。

お
昼
の
後
は
昔
の
火
の
お
こ
し
か

た
を
教
え
て
も
ら
っ
た
り
、
行
灯
を

作
っ
た
り
し
ま
し
た
。

最
後
に
雅
楽
を
聞
き
ま
し
た
。

夏
休
み
の
思
い
出
に
な
り
ま
し

た
。

大
井
俣
窪
八
幡
神
社
　

宮
司

日
　
原
　
太
　
郎

山
　
中
　
　
　
咲

緑

陰

子

供

会

緑

陰

子

供

会

 

緑

陰

子

供

会

 

緑
陰
子
供
会
に
参
加
し
て
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去
る
九
月
十
九
日
に
甲
府
刑
務
所

に
お
い
て
秋
季
慰
霊
祭
が
斎
行
さ
れ

ま
し
た
。

同
刑
務
所
に
お
け
る
慰
霊
祭
は
、

被
収
容
者
と
そ
の
家
族
の
物
故
さ
れ

た
方
々
を
慰
霊
す
る
た
め
、
毎
年
春

秋
の
彼
岸
の
時
期
に
行
わ
れ
、
県
内

の
八
宗
教
団
体
が
持
ち
回
り
で
受
け

持
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

今
回
は
二
年
ぶ
り
に
神
式
で
の
当

番
と
な
り
、
教
誨
師
と
山
梨
県
神
職

保
護
司
会
が
穴
切
大
神
社
雅
楽
会
の

協
力
を
得
て
、
祭
典
を
奉
仕
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。

当
日
は
、
刑
務
所
内
に
あ
る
講
堂

の
舞
台
上
に
祭
場
を
設
営
し
、
佐
々

木

仁
副
会
長
（
教
誨
師
）
が
斎
主

を
務
め
ら
れ
、
神
籬
に
物
故
者
三
九

七
柱
の
御
霊
を
お
迎
え
す
る
と
共
に

物
故
者
名
簿
を
供
え
、
刑
務
官
や
該

当
す
る
九
一
名
の
被
収
容
者
の
参
列

の
も
と
厳
粛
に
慰
霊
祭
が
斎
行
さ

れ
、
刑
務
所
長
、
被
収
容
者
の
代
表

が
玉
串
を
奉
り
哀
悼
の
誠
を
捧
げ
ま

し
た
。

ま
た
、
神
事
が
終
了
し
た
後
、
雅

楽
会
に
よ
り
当
日
奏
上
し
た
雅
楽
と

使
用
し
た
楽
器
（
笙
、
龍
笛
、
篳
篥
）

に
つ
い
て
説
明
し
な
が
ら
、
改
め
て

優
美
な
音
色
を
響
か
せ
、
刑
罰
に
服

し
、
と
も
す
れ
ば
荒
ん
で
し
ま
う
被

収
容
者
の
心
に
、
束
の
間
で
は
あ
り

ま
す
が
癒
し
と
潤
い
の
ひ
と
時
を
齎

せ
て
い
ま
し
た
。

最
後
に
、
望
月
久
男
名
誉
会
長
が

講
話
を
行
い
、
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
よ
り
刑
務
所
に
収
容
さ
れ

て
い
た
た
め
、
親
族
等
身
近
な
方
の

葬
儀
に
参
列
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
所
内
に
お
い
て
慰
霊
祭
が
斎
行

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
状
況
を
惹
起
し
た
自
ら
の
罪
へ

の
反
省
と
故
人
へ
の
慰
霊
の
念
を
心

に
留
め
る
こ
と
と
、
亡
く
な
っ
た
方

は
こ
の
世
に
は
存
在
し
な
い
が
、
各

人
が
想
い
を
巡
ら
し
故
人
を
偲
ぶ
こ

と
に
よ
り
何
時
ま
で
も
皆
の
心
の
中

に
生
き
続
け
て
い
る
、
と
の
心
根
を

持
ち
、
生
活
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
旨
話
さ
れ
ま
し
た
。

参
加
し
た
被
収
容
者
一
人
一
人
が

本
日
の
慰
霊
祭
を
通
じ
、
心
の
平
穏

を
得
て
、
更
生
の
道
を
歩
ん
で
行
く

一
助
に
な
る
こ
と
を
祈
る
次
第
で

す
。

関
係
各
位
の
皆
様
方
に
於
か
れ
ま

し
て
は
、
山
梨
県
神
道
青
年
会
の
諸

活
動
諸
事
業
に
対
し
、
過
分
な
る
御

理
解
と
御
協
力
を
賜
り
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
事
の
始
ま

り
で
あ
る
戦
後
の
荒
廃
し
た
時
代
、

先
人
達
の
功
績
を
改
め
て
考
察
し
、

こ
の
節
目
の
年
で
あ
る
創
立
六
十
五

周
年
を
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
感
謝
し

て
お
り
ま
す
。

周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
八
月
三

日
、
四
日
に
富
士
山
登
拝
事
業
を
執

り
行
い
ま
し
た
。
北
口
本
宮
冨
士
浅

間
神
社
並
び
に
冨
士
山
小
御
嶽
神
社

に
て
登
山
安
全
祈
願
を
し
て
頂
き
、

一
路
山
頂
を
目
指
し
ま
し
た
。
参
加

者
七
名
の
内
五
名
が
初
登
山
と
い
う

所
謂
素
人
集
団
で
し
た
が
、
互
い
に

助
け
合
い
目
的
達
成
の
為
団
結
し
、

ま
た
経
験
豊
富
な
小
澤
輝
展
部
長
の

的
確
な
判
断
に
も
助
け
ら
れ
、
一
人

の
脱
落
者
も
な
く
無
事
登
頂
す
る
こ

と
が
で
き
御
来
光
を
拝
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
終
戦
七
十
年
を
迎
え
、
神

青
協
を
始
め
全
国
各
地
に
て
慰
霊
顕

彰
が
執
り
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
国

の
御
楯
御
鉾
と
な
り
犠
牲
に
な
ら
れ

た
英
霊
に
敬
仰
の
誠
を
捧
げ
る
べ

く
、
当
会
で
は
沖
縄
甲
斐
の
塔
慰
霊

祭
、
戦
災
殉
難
者
追
悼
式
、
県
下
護

国
神
社
巡
拝
と
三
つ
の
事
業
を
掲

げ
、
悼
み
慰
め
感
謝
の
誠
を
捧
げ
て

参
り
ま
す
。

九
月
二
十
五
日
に
は
創
立
六
十
五

周
年
奉
告
祭
を
山
梨
県
神
社
庁
神
殿

に
て
斎
行
致
し
ま
し
た
。
先
人
達
の

六
十
五
年
の
歩
み
を
振
り
返
り
つ

つ
、
な
お
一
層
の
前
進
を
決
意
し
邁

進
し
て
参
り
ま
す
。
ま
た
、
多
く
の

先
輩
諸
賢
の
皆
様
に
御
参
列
賜
り
ま

し
た
こ
と
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
そ
し
て
、
こ
の
節
目
を
会
員
一

人
一
人
が
心
に
刻
み
、
大
き
な
一
歩

創
立
六
十
五
周
年
事
業
報
告

山
梨
県
神
道
青
年
会

会
長
　
藤
　
原
　
永
　
起

甲
府
刑
務
所
秋
季
慰
霊
祭
斎
行

山
梨
県
神
職
保
護
司
会

宮
　
下
　
重
　
範
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を
進
め
て
頂
く
こ
と
を
切
望
し
て
お

り
ま
す
。

結
び
に
あ
た
り
、
こ
れ
よ
り
も
本

会
活
動
並
び
に
周
年
事
業
に
対
し

て
、
倍
旧
の
御
指
導
御
鞭
撻
の
程
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
九
日
、

山
梨
県
神
社
庁
に
於
い
て
、
北
都
留

支
部
奉
仕
に
よ
り
、
神
宮
大
麻
暦
頒

布
始
祭
が
斎
行
さ
れ
た
。

山
梨
県
女
子
神
職
会
で
は
、
全
会

員
の
舞
習
得
を
課
題
と
し
、
毎
年
の

大
麻
暦
頒
布
始
祭
で
の
奉
納
を
目
標

に
研
鑽
を
積
ん
で
き
た
。
山
梨
県
神

道
雅
楽
会
の
奉
奏
に
合
わ
せ
、
初
年

は
浦
安
の
舞
（
二
人
舞
）、
次
年
は

豊
栄
の
舞
（
四
人
舞
）、
そ
し
て
本

年
は
津
金
八
千
代
会
長
と
私
が
、
浦

安
の
舞
奉
納
の
機
会
を
戴
き
、
網
藏

五
十
鈴
、
土
肥
東
宮
会
員
と
共
に
ご

奉
仕
し
た
。

こ
の
日
を
迎
え
る
ま
で
に
、
酒
折

宮
権
禰
宜
　
飯
田
淳
美
先
生
に
懇
切

丁
寧
な
ご
指
導
を
何
度
と
な
く
賜

り
、
当
日
も
習
礼
か
ら
着
装
、
そ
し

て
緊
張
す
る
私
た
ち
へ
の
温
か
い
励

ま
し
と
、
斎
行
直
前
ま
で
お
心
を
掛

け
て
頂
い
た
。
ま
た
、
武
田
神
社
様

の
お
取
り
計
ら
い
に
よ
り
本
装
束

を
、
ま
た
本
装
束
に
相
応
し
い
檜
扇

を
飯
田
先
生
よ
り
お
貸
し
頂
き
、
浦

安
の
舞
の
優
美
さ
荘
厳
さ
が
益
々
に

増
し
た
こ
と
と
自
負
し
て
い
る
。
余

談
で
は
あ
る
が
、
本
装
束
に
し
ろ
、

檜
扇
に
し
ろ
、
大
変
高
価
で
貴
重
な

品
々
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
快
く
貸
与

し
て
下
さ
っ
た
こ
と
に
も
、
深
く
感

謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

山
梨
県
女
子
神
職
会
で
は
、
今
後

も
舞
の
研
修
会
を
重
ね
て
、
指
導
者

育
成
を
目
指
し
、
県
内
各
社
の
舞
奉

納
普
及
に
努
め
、
斯
界
の
発
展
と
、

祭
を
通
し
て
地
域
振
興
に
寄
与
す
べ

く
、
会
員
各
々
が
志
高
く
取
り
組
ん

で
参
る
所
存
で
あ
る
。

末
筆
と
な
っ
た
が
、
諸
行
事
が
重

な
る
超
多
忙
な
日
に
、
神
社
庁
始
め
、

関
係
各
位
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜

り
、
恙
無
く
舞
の
奉
納
が
出
来
た
こ

と
を
、
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

第
六
十
六
回
敬
神
婦
人
全
国
大
会

が
青
森
市
で
十
月
六
日
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
本
県
か
ら
は
二
泊
三
日
の
旅

程
で
乙
黒
会
長
様
以
下
二
十
八
名
の

方
々
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

五
日
早
朝
甲
斐
路
を
後
に
、
東
北

新
幹
線
に
乗
車
し
、
車
窓
よ
り
映
り

行
く
秋
景
に
暫
時
の
安
ら
ぎ
を
頂
き

盛
岡
駅
に
て
下
車
、
そ
の
昔
源
頼
朝

が
弟
義
経
追
討
に
関
わ
る
奥
州
平
定

に
際
し
、
甲
斐
の
国
南
部
の
荘
よ
り

参
戦
し
て
軍
功
を
た
て
た
南
部
氏
に

縁
あ
る
盛
岡
八
幡
宮
に
て
、
正
式
参

拝
を
斎
行
し
て
い
た
だ
き
、
皆
様
と

共
に
敬
婦
の
更
な
る
発
展
と
旅
の
無

事
を
祈
願
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

「
や
わ
ら
か
に
、
柳
あ
お
め
る
、

北
上
の
…
…
」「
雨
に
も
負
け
ず
、

風
に
も
負
け
ず
…
…
」
岩
手
が
育
ん

だ
文
豪
、
石
川
啄
木
・
宮
沢
賢
治
の

お
話
を
耳
に
、
紅
葉
浅
い
奥
入
瀬
の

渓
流
を
左
右
に
大
小
の
多
く
の
滝
を

眺
め
、
十
和
田
湖
畔
、
八
甲
田
山
と

自
然
美
に
癒
さ
れ
な
が
ら
大
会
々
場

リ
ン
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
青
森
に
「
青

森
さ
、
よ
ぐ
き
た
ね
し
」
と
歓
迎
を

頂
き
、
郷
土
芸
能
津
軽
三
味
線
の
清

興
に
始
ま
り
式
典
に
入
り
ま
し
た
。

北
白
川
慶
子
会
長
様
、
神
社
本
庁

北
白
川
統
理
様
御
夫
妻
の
式
辞
・
祝

辞
・
議
事
・
宣
言
採
択
・
三
村
先
生

の
「
神
話
と
日
本
の
心
」
と
題
し
て

の
記
念
講
演
を
拝
聴
し
会
場
大
喝
采

の
内
に
閉
会
と
な
り
ま
し
た
。

折
角
の
機
会
な
の
で
青
森
の
食
文

化
に
触
れ
、
ジ
ョ
ン
ガ
ラ
（
三
味
線

の
皮
は
犬
だ
そ
う
で
す
）
を
聞
き
な

が
ら
楽
し
い
一
時
を
過
ご
し
、
青
森

市
文
化
観
光
交
流
施
設
「
ね
ぶ
た
の

家
ワ
・
ラ
ッ
セ
」
を
見
学
し
て
帰
路
に
。

あ
っ
と
い
う
間
の
三
日
間
の
旅
で

し
た
が
、
敬
神
婦
人
と
し
て
の
使

命
・
役
割
を
再
認
識
し
、
氏
神
様
へ

の
ご
奉
仕
を
中
心
に
更
な
る
会
の
発

展
を
心
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

次
期
第
六
十
七
回
全
国
大
会
は
、

平
成
二
十
八
年
九
月
六
日
、
兵
庫
県

で
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
会
員
皆
様
の
ご
参
加
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

敬
神
婦
人
全
国
大
会
に
参
加
し
て

山
梨
県
敬
神
婦
人
連
合
会

副
会
長
　
中
　
村
　
政
　
代

浦
安
の
舞
奉
納

山
梨
県
女
子
神
職
会

渡
　
邊
　
千
　
紗
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私
ど
も
雅
楽
会
の
活
動
は
平
安
時

代
「
詩
歌
管
絃
」
が
貴
族
社
会
の
重

要
な
嗜
み
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
神
職

の
強
要
と
し
て
習
得
し
、
神
社
界
を

は
じ
め
地
域
社
会
に
貴
重
な
伝
統
文

化
を
広
め
る
こ
と
を
目
標
に
日
々
稽

古
に
励
ん
で
い
る
。

月
毎
の
稽
古
に
は
元
宮
内
庁
式
部

雅
楽
部
主
席
楽
長
上
明
彦
先
生
に
管

絃
、
舞
楽
の
ご
教
授
を
戴
き
、
そ
の

他
毎
週
水
曜
日
、
穴
切
雅
楽
会
と
共

に
稽
古
を
し
て
い
る
。

又
、
九
月
に
開
催
し
た
、
神
社
庁

研
修
所
主
催
の
第
七
回
雅
楽
研
修
会

に
は
、
竜
笛
　
上
明
彦
先
生
、
篳
篥

宮
内
庁
楽
部
主
席
楽
長
　
池
邊
五
郎

先
生
、
鳳
笙
　
楽
長
補
　
池
邊
光
彦

先
生
を
講

師
に
招
い

て
技
術
の

向
上
習
得

に

励

ん

だ
。
人
間

国
宝
で
も

あ
る
楽
師

の
先
生
方

に
直
接
ご

指
導
い
た

だ
け
る
こ

と
は
望
外

な
喜
び
で

も
あ
る
。

雅
楽
会
も
含
め
こ
の
研
修
会
も
ま

だ
ま
だ
認
知
度
が
低
い
の
で
県
内
神

職
、
神
社
関
係
者
に
広
く
参
加
を
促

し
て
い
き
た
い
。

又
、
今
私
ど
も
の
取
り
組
み
の
中

心
的
な
活
動
に
小
中
学
校
を
は
じ
め

特
別
養
護
施
設
等
で
行
っ
て
い
る
演

奏
活
動
が
あ
る
。

こ
れ
は
各
学
校
、
施
設
に
赴
き
、

世
界
最
古
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
言
わ

れ
る
雅
楽
の
説
明
、
演
奏
、
楽
器
体

験
の
内
容
で
行
っ
て
い
る
。

各
学
校
、
施
設
等
概
ね
好
評
価
を

戴
い
て
い
る
。

雅
楽
習
得
は
自
身
の
向
上
は
も
と

よ
り
日
本
の
歴
史
伝
統
文
化
の
継
承

に
な
る
上
に
神
社
教
化
活
動
に
も
大

い
に
活
用
が
期
待
さ
れ
る
の
で
多
く

の
神
職
は
じ
め
神
社
関
係
者
の
方
々

に
お
勧
め
し
た
い
。

平
成
二
十
七
年
十
月
八
日
、
明
治

神
宮
外
苑
軟
式
球
場
に
て
恒
例
の
神

青
協
一
都
七
県
協
議
会
の
主
催
す
る

神
職
野
球
大
会
が
、
今
年
度
当
番
県

で
あ
る
神
奈
川
県
を
主
管
に
開
催
さ

れ
た
。

肌
寒
い
朝
、
午
前
六
時
に
山
梨
を

出
発
、
途
中
休
憩
を
は
さ
み
遅
滞
な

く
球
場
に
到
着
し
た
。
定
刻
に
て
開

会
式
、
先
ず
台
風
十
八
号
に
て
被
災

さ
れ
た
方
に
対
し
黙
祷
を
捧
げ
、
神

宮
遙
拝
、
国
歌
斉
唱
、
神
青
協
一
都

七
県
協
議
会
会
長
よ
り
挨
拶
、
そ
の

中
で
茨
城
県
が
被
災
地
へ
の
支
援
活

動
に
入
る
為
、
野
球
大
会
欠
席
の
旨

が
報
告
さ
れ
た
。
当
番
県
会
長
挨
拶
、

優
勝
旗
・
杯
返
還
、
審
判
長
訓
辞
、

試
合
組
合
せ
日
程
説
明
、
選
手
宣
誓

が
な
さ
れ
、
各
県
チ
ー
ム
は
各
試
合

グ
ラ
ン
ド
へ
。

都
内
の
天
候
は
秋
晴
れ
、
台
風
二

十
三
号
の
影
響
か
、
時
折
、
突
風
が

吹
き
、
砂
埃
が
巻
き
上
が
る
状
況
だ

っ
た
。
初
戦
は
昨
年
優
勝
の
東
京
チ

ー
ム
と
の
対
戦
と
な
っ
た
。
先
発
投

手
は
藤
巻
主
将
、
一
試
合
目
と
い
う

事
も
あ
り
チ
ー
ム
全
体
が
固
く
、
落

ち
着
か
な
い
ム
ー
ド
、
力
の
差
も
や

や
あ
り
七
対
三
で
敗
戦
。
二
試
合
目

は
栃
木
チ
ー
ム
。
エ
ー
ス
・
四
番
を

背
負
い
、
藤
原
青
年
会
長
が
登
板
、

途
中
、
藤
巻
主
将
リ
リ
ー
フ
登
板
、

小
山
先
輩
の
三
塁
打
、
藤
原
会
長
の

毎
回
出
塁
と
攻
撃
も
冴
え
、
接
戦
の

末
、
小
山
哲
誉
選
手
逆
転
安
打
に
て

八
対
九
サ
ヨ
ナ
ラ
ゲ
ー
ム
で
勝
利
。

昼
食
を
摂
り
三
試
合
目
、
埼
玉
Ｂ
チ

ー
ム

藤
巻
主
将
再
び
先
発
、
マ
ウ

ン
ド
へ
。
安
定
し
た
ピ
ッ
チ
ン
グ
で

「
打
た
せ
て
捕
る
」
の
試
合
運
び
、

最
終
回
、
稲
葉
監
督
も
登
板
し
四
対

七
で
の
勝
利
と
な
っ
た
。
迎
え
る
最

終
試
合
は
群
馬
チ
ー
ム
。
試
合
中
、

ク
ロ
ス
プ
レ
イ
が
あ
り
無
効
試
合
と

な
っ
た
。
大
事
に
は
至
ら
な
か
っ
た

が
一
つ
間
違
え
れ
ば
・
・
と
、
今
後

の
課
題
と
な
る
出
来
事
が
あ
っ
た
。

決
勝
戦
は
東
京
チ
ー
ム
対
神
奈
川

Ｙ
チ
ー
ム
が
対
戦
し
、
昨
年
に
引
き

続
き
東
京
チ
ー
ム
が
優
勝
し
た
。
全

日
程
を
終
え
閉
会
式
後
解
散
、
一
路

山
梨
へ
。

歳
と
共
に
体
力
の
落
ち
て
行
く
な

か
、
体
を
動
か
す
事
の
「
大
切
さ
・

楽
し
さ
」
を
感
じ
た
。
内
藤
先
輩
、

小
山
先
輩
の
貫
禄
バ
ッ
テ
リ
ー
が
活

躍
す
る
貴
重
な
姿
も
拝
見
す
る
事
が

出
来
、
皆
が
そ
れ
ぞ
れ
充
実
し
た
一

日
を
終
え
た
。
反
省
会
に
て
意
見
交

換
し
、
練
習
を
重
ね
野
球
の
知
識
を

身
に
付
け
、
試
合
に
備
え
る
事
が
大

切
で
あ
る
事
を
改
め
て
認
識
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
野
球
を
通
し
、
親
善
を

深
め
つ
つ
心
身
共
に
健
康
な
歳
を
重

ね
て
行
き
た
い
と
思
う
。

亦
、
八
月
下
旬
に
は
甲
府
市
青
葉

球
場
に
て
長
野
県
神
社
庁
伊
那
チ
ー

ム
と
親
善
試
合
を
行
い
、
試
合
後
温

泉
に
て
汗
を
流
し
な
が
ら
親
睦
を
深

め
た
。
十
一
月
中
に
神
社
本
庁
戦
、

今
年
度
の
球
納
め
を
開
催
予
定
で
あ

る
。

山
梨
県
神
社
庁
野
球
部
報
告

助
監
督
　
植
　
松
　
真
　
芳

山
梨
県
神
道
雅
楽
会
報
告

会
長
　
秋
　
山
　
忠
　
也



本
年
五
月
一
日
、
宮
司
を
拝
命
し

て
初
め
て
の
例
大
祭
を
斎
行
致
し
ま

し
た
。
当
神
社
に
権
禰
宜
と
し
て
奉

職
し
て
以
来
三
十
数
度
の
例
大
祭
に

奉
仕
致
し
ま
し
た
が
、
宮
司
と
し
て

の
例
大
祭
斎
行
に
は
今
ま
で
と
違
っ

た
重
厚
が
あ
り
ま
し
た
。
や
ぶ
さ
め

神
事
と
い
う
特
殊
な
神
事
が
あ
り
、

こ
の
為
に
は
早
く
か
ら
準
備
に
取
り

か
か
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
祭

儀
の
内
容
や
神
事
に
つ
い
て
は
、
長

年
携
わ
っ
て
来
て
い
た
の
で
問
題
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、「
や
ぶ
さ
め
神
事
」

に
必
要
な
馬
主
と
馬
方
の
手
配
、
そ

し
て
様
々
な
段
取
り
な

ど
今
ま
で
は
た
だ
、
与

え
ら
れ
た
事
を
す
れ
ば

良
か
っ
た
立
場
か
ら
与

え
て
奉
仕
し
て
も
ら
う

立
場
に
な
っ
た
こ
と
の

重
責
を
実
感
致
し
ま
し

た
。
八
百
有
余
年
の
伝

統
を
守
り
続
け
、
後
世

に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
使
命
感
は
た
い
へ

ん
な
も
の
で
す
。
家
畜
と
し
て
家
族

同
様
に
馬
と
生
活
し
て
い
た
時
代
か

ら
現
在
で
は
生
活
様
式
も
違
い
馬
と

接
す
る
機
会
な
ど
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま

せ
ん
。
当
社
の
「
や
ぶ
さ
め
神
事
」

は
馬
主
・
馬
方
・
馬
占
・
神
職
が
、

一
週
間
切
火
潔
斎
と
言
っ
て
神
社
に

参
籠
し
て
通
常
の
生
活
か
ら
寝
食
を

別
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
掟
が
あ

り
ま
す
。
只
で
さ
え
馬
に
乗
る
奉
仕

者
を
見
つ
け
る
こ
と
が
大
変
な
の
に

こ
の
切
火
潔
斎
に
も
入
っ
て
も
ら
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
馬
が
い
て

馬
主
が
乗
っ
て
走
っ
て
そ
の
蹄
の
跡

を
馬
占
が
占
う
。
こ
の
神
事
を
今
の

時
代
に
続
け
て
行
く
こ
と
の
た
い
へ

ん
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。
落
馬
に
よ

る
負
傷
も
あ
り
ま
す
。
宮
司
と
し
て

の
責
任
の
重
さ
を
実
感
し
て
い
ま

す
。
例
大
祭
を
斎
行
し
た
今
、
来
年

の
例
大
祭
に
向
け
て
の
準
備
を
し
な

け
れ
ば
と
の
思
い
で
す
。
大
勢
の
皆

様
方
の
御
指
導
、
御
協
力
を
切
に
お

願
い
致
し
ま
す
。

秋
、
十
月
五
日
山
梨
縣
護
國
神
社

の
秋
季
例
大
祭
が
、
奉
賛
会
長
（
県

知
事
）
遺
族
会
理
事
長
を
始
め
来
賓
、

御
遺
族
、
崇
敬
者
多
数
が
参
列
し
、

斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
本
年
は
、

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
五
日
大
東
亜

戦
争
が
敗
戦
で
終
戦
と
な
り
、
終
戦

七
十
周
年
の
年
に
当
た
り
ま
し
た
。

国
の
繁
栄
の
た
め
、
国
民
、
将
兵
は

戦
い
ま
し
た
。
し
か
し
国
は
焦
土
と

化
し
、
多
く
の
戦
災
死
没
者
負
傷
者

が
又
戦
地
で
は
戦
死
者
戦
傷
病
者
が

出
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
当
神
社
に
お
い
て
は
例
大
祭
に

合
わ
せ
、
終
戦
七
十
年
臨
時
大
祭
を

斎
行
し
、
天
皇
陛
下
よ
り
幣
帛
料
を

賜
り
、
大
前
に
御
奉
納
い
た
し
ま
し

た
。
秋
季
例
大
祭
に
は
神
社
本
庁
幣

が
献
幣
使
参
向
の
も
と
神
前
に
奉
納

さ
れ
、
御
創
建
七
十
年
奉
祝
大
祭
も

合
わ
せ
て
斎
行
、
英
霊
の
慰
霊
と
遺

徳
の
顕
彰
の
祭
典
は
厳
粛
か
つ
盛
大

に
終
わ
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

現
在
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
御
祭

神
（
英
霊
）
は
次
の
通
り
で
す
。

西
南
の
役

（
明
治
十
年
）

五
〇
柱

日
清
戦
争

（
明
治
二
十
七
年
、
二
十
八
年
）

五
六
八
柱

日
露
戦
争

（
明
治
三
十
七
年
、
三
十
八
年
）

四
四
九
柱

台
湾
討
代
（
大
正
三
年
）

五
五
柱

満
州
上
海
事
変

七
三
柱

支
那
満
州
事
変

一
、
七
八
四
柱

大
東
亜
戦
争

（
昭
和
十
六
年
〜
二
十
年
）

二
二
、
〇
七
〇
柱

合
計
祭
神
数

二
五
、
〇
四
九
柱
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祭
典
を
斎
行
し
て

例
大
祭
を
斎
行
し
て

小
室
浅
間
神
社
　

宮
司

渡
　
邊
　
平
一
郎

終
戦
七
十
年
臨
時
大
祭

山
梨
縣
護
國
神
社
　

宮
司

羽
中
田
　
　
　
進



一
般
の
部
（
Ａ
ク
ラ
ス
）

優
　
勝
　
八
王
子
神
社
（
富
士
河
口
湖
町
）

準
優
勝
　
松
尾
神
社
Ａ
（
甲
州
市
塩
山
）

第
三
位
　
浅
間
神
社
Ａ
（
笛
吹
市
一
宮
町
）

一
般
の
部
（
Ｂ
ク
ラ
ス
）

優
　
勝
　
八
幡
神
社
（
大
月
市
初
狩
）

準
優
勝
　
氷
川
神
社
（
甲
州
市
勝
沼
町
）

第
三
位
　
浅
間
神
社
Ｂ
（
笛
吹
市
一
宮
町
）

青
少
年
の
部
（
有
段
者
）

優
　
勝
　
西
尾
結
菜
（
石
田
小
）

準
優
勝
　
原
田
　
環
（
貢
川
小
）

第
三
位
　
中
込
　
匠
（
玉
幡
中
）

青
少
年
の
部
（
上
級
者
）

優
　
勝
　
松
下
寛
明
（
駿
台
付
属
小
）

準
優
勝
　
齊
藤
香
子
（
北
西
中
）

第
三
位
　
小
宮
山
煌
大
（
千
塚
小
）

青
少
年
の
部
（
初
心
者
）

優
　
勝
　
渡
辺
拓
斗
（
甲
府
中
央
保
育
園
）

準
優
勝
　
青
野
好
生
（
つ
く
し
保
育
園
）

第
三
位
　
小
宮
山
あ
や
か
（
山
梨
大
付
属
小
）

八
月
十
二
日
（
水
）、
午
前
九
時
、

囲
碁
大
会
は
先
ず
高
野
副
会
長
先
導

の
元
、
神
殿
に
向
か
っ
て
の
拝
礼
か

ら
始
ま
っ
た
。
県
内
の
神
社
か
ら
集

ま
っ
た
一
般
参
加
者
か
ら
保
育
園

児
・
小
学
生
ま
で
神
殿
の
前
で
お
互

い
大
会
で
の
健
闘
を
誓
い
合
っ
た
。

神
社
庁
主
催
、
教
育
関
係
神
職
協
議

会
（
会
長
　
輿
石
仁
）
が
主
管
し
十

五
回
目
を
迎
え
る
囲
碁
大
会
は
神
社

庁
二
階
神
殿
に
お
い
て
開
催
さ
れ

た
。大

会
に
は
、
青
少
年
の
部
に
保
育

所
の
子
供
た
ち
と
小
学
生
合
わ
せ
て

二
十
八
名
、
一
般
の
部
は
県
内
八
支

部
よ
り
囲
碁
を
愛
好
す
る
氏
子
崇
敬

者
合
計
十
二
チ
ー
ム
の
参
加
が
あ
っ

た
。
主
催
者
を
代
表
し
て
根
津
泰
昇

神
社
庁
長
か
ら
「
子
ど
も
達
に
は
夏

休
み
の
良
い
思
い
出
と
な
る
よ
う
頑

張
っ
て
欲
し
い
。
ま
た
、
神
社
と
は

何
を
す
る
所
な
の
か
な
ど
、
神
社
の

豆
知
識
な
ど
も
廻
り
の
氏
子
の
方
々

か
ら
学
ん
で
い
っ
て
欲
し
い
と
願
っ

て
い
る
。
ま
た
、
一
般
の
囲
碁
愛
好

家
に
は
、
囲
碁
を
続
け
大
会
に
参
加

す
る
事
を
通
じ
て
日
頃
は
疎
遠
に
な

り
が
ち
な
県
内
神
社
の
氏
子
の
方
々

同
志
、
多
い
に
親
睦
を
深
め
て
い
っ
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南
ア
ル
プ
ス
市
吉
田
諏
訪
神
社
秋

祭
新
嘗
祭
　
昭
和
町
西
条
義
清
神

社
新
穀
感
謝
祭

甲
州
市
勝
沼
町
古
宮
太
神
社
秋
季

例
大
祭
　
大
嶽
山
那
賀
都
神
社
紅

葉
薪
祭
　
弓
削
神
社
例
祭
　
富
士

川
町
青
柳
諏
訪
神
社
秋
季
例
大
祭

甲
府
市
愛
宕
神
社
例
祭

甲
府
市
高
畑
元
宮
住
吉
神
社
例
大

祭
（
秋
季
）

富
士
吉
田
市
上
暮
地
神
明
社
新
嘗
祭

甲
府
恵
比
寿
神
社
え
び
す
講
例
大

祭
　
玉
諸
神
社
新
嘗
祭
　
酒
折
宮

新
嘗
祭
　
韮
崎
市
穴
山
町
穂
見
神

社
新
嘗
祭
　
北
杜
市
高
根
町
熱
那

神
社
新
嘗
祭
　
都
留
市
生
出
神
社

新
嘗
祭
　
新
倉
富
士
浅
間
神
社
新

嘗
祭
　
南
ア
ル
プ
ス
市
高
尾
穂
見

神
社
秋
季
例
大
祭
　
大
月
市
葛
野

御
嶽
神
社
新
嘗
祭
　
大
月
市
駒
橋

三
嶋
神
社
新
嘗
祭
　
身
延
町
帯
金

八
幡
大
神
社
新
穀
感
謝
祭
　
南
ア

ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
諏
訪
神
社
新

嘗
祭
　
弓
削
神
社
新
嘗
祭
　
南
巨

摩
郡
南
部
町
八
幡
神
社
秋
季
例

祭
・
御
幸
祭
（
〜
18
日
）

新
屋
山
神
社
新
嘗
祭

北
杜
市
小
淵
沢
北
野
天
神
社
新
嘗

祭北
杜
市
長
坂
町
建
岡
神
社
新
嘗
祭

10
・
25

11
・
３

11
・
９

11
・
15

11
・
22

11
・
23

11
・
24

11
・
25

11
・
27

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

祭
　
典
　
日
　
程

祭
　
典
　
日
　
程 

祭
　
典
　
日
　
程 

て
頂
き
た
い
。」
と
の
挨
拶
を
頂
い

た
。
こ
の
後
、
対
局
に
入
り
、
一
般

参
加
者
は
Ａ
ク
ラ
ス
・
Ｂ
ク
ラ
ス
に

分
か
れ
、
青
少
年
の
部
は
個
人
戦
に

て
対
戦
は
進
ん
で
い
っ
た
。

対
局
の
合
間
、
早
め
に
戦
い
の
終

わ
っ
た
大
人
達
は
囲
碁
の
基
礎
か
ら

し
っ
か
り
学
ん
で
い
る
青
少
年
の
対

局
を
、
後
ろ
か
ら
腕
組
み
を
し
な
が

ら
、
目
を
細
め
て
観
戦
し
て
い
る
光

景
が
何
と
も
微
笑
ま
し
い
。

戦
い
終
え
て
、
閉
会
式
の
講
評
で

は
青
沼
審
判
長
か
ら
、「
囲
碁
を
続

け
て
く
中
で
段
位
を
上
げ
る
事
で
参

加
者
の
皆
さ
ん
も
大
変
な
努
力
が
有

っ
た
事
を
思
い
、
そ
の
研
鑽
の
継
続

に
敬
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
青
少
年

の
技
量
の
向
上
が
私
の
元
気
の
源
と

な
っ
て
い
る
。
囲
碁
を
通
じ
て
学
校

の
成
績
は
勿
論
の
事
、
何
事
に
も
積

極
的
に
取
り
組
む
よ
う
人
格
の
向
上

を
目
指
し
て
い
る
が
、
こ
の
信
念
は

年
毎
に
強
く
な
っ
て
い
る
。」
と
の

お
話
し
が
あ
っ
た
。
青
沼
氏
の
囲
碁

を
介
し
て
の
人
格
形
成
の
熱
い
思
い

は
神
社
の
教
化
活
動
に
通
じ
る
面
が

あ
る
と
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。

第
十
五
回
、
一
般
の
部
入
賞
チ
ー

ム
と
青
少
年
の
部
入
賞
者
を
紹
介
す
る
。

小
佐
野
　
文
　
男

山
梨
県
教
育
関
係
神
職
協
議
会
　
事
務
局
長

第
十
五
回
神
社
関
係
者
囲
碁
大
会
報
告



加
し
た
結
果
で
あ
り
広
く
知
ら
れ
た

と
言
え
る
様
な
安
心
で
き
る
数
字
で

は
な
い
事
を
挙
げ
た
。
た
だ
世
代
別

参
拝
者
分
析
で
単
身
女
性
三
十
歳
代

の
テ
レ
ビ
等
の
媒
体
で
情
報
を
得
た

層
が
繰
り
返
し
参
拝
を
し
て
い
る
と

挙
げ
た
。
又
神
社
本
庁
他
の
多
く
の

神
棚
仏
壇
保
有
調
査
か
ら
、
全
国
的

に
神
棚
保
有
率
の
方
が
減
少
が
顕
著

で
平
均
二
十
％
を
切
り
、
都
市
部
で

は
十
％
台
も
あ
る
。
又
世
代
構
成
別

分
析
か
ら
は
、
全
て
で
減
少
傾
向
の

中
、
三
十
歳
代
単
身
女
性
の
み
保
有

率
が
向
上
し
て
い
る
と
の
事
で
あ
っ

た
。
最
近
の
新
し
い
神
棚
の
型
態
や

マ
ス
コ
ミ
で
の
取
上
げ
等
の
効
果
と

思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
頒
布
向
上
に

つ
な
が
る
糸
口
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
示
さ
れ
た
。

に
、
二
十
五
年
後
に
五
十
％
以
上
人

口
減
少
す
る
地
方
自
治
体
に
存
す
る

宗
教
法
人
の
中
か
ら
神
社
の
部
分
を

取
り
出
し
県
内
の
分
析
結
果
を
示
し

た
。
甲
府
、
南
ア
、
甲
斐
、
中
央
、

笛
吹
、
西
桂
、
富
士
河
口
湖
、
昭
和
、

忍
野
以
外
の
県
内
は
現
在
よ
り
五

十
％
以
上
人
口
減
少
す
る
と
予
想
さ

れ
、
そ
れ
ら
に
在
す
る
の
は
八
百
十

四
社
に
上
る
と
示
さ
れ
た
。
又
神
宮

遷
宮
に
関
す
る
調
査
結
果
よ
り
参
拝

一
千
四
百
五
十
万
人
の
内
容
を
分
析

さ
れ
た
。
確
か
に
参
拝
者
数
は
増
加

し
て
い
る
が
、
参
拝
を
し
た
事
が
あ

る
人
の
数
値
に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が

な
く
、
何
度
も
参
拝
を
し
た
方
が
増

平
成
二
十
七
年
度
甲
府
支
部
、
甲

府
市
神
社
総
代
会
関
係
者
合
同
総
会

が
、
去
る
七
月
二
十
二
日
、
ア
ピ
オ

甲
府
昭
和
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。

当
日
は
総
数
百
十
名
の
参
加
の
下
、

前
年
度
事
業
報
告
決
算
報
と
新
年
度

事
業
計
画
予
算
案
が
審
議
さ
れ
そ
れ

ぞ
れ
承
認
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
國
學

院
大
學
副
学
長
で
神
道
文
化
学
部
教

授
の
石
井
研
士
先
生
を
講
師
に
「
神

宮
大
麻
頒
布
向
上
に
向
け
て
」
の
演

題
で
移
動
人
口
減
少
が
顕
著
な
地
方

自
治
体
を
分
析
し
た
デ
ー
タ
を
元

果
実
王
国
と
云
わ
れ
る
東
山
梨
地

域
の
神
社
一
二
五
社
を
有
す
る
東
山

梨
支
部
定
期
総
会
が
、
八
月
二
十
八

日
山
梨
市
民
会
館
に
て
例
年
の
如

く
、
開
催
さ
れ
た
。
根
津
庁
長
、
中

込
総
代
会
長
を
始
め
、
望
月
清
賢
山

梨
市
長
を
来
賓
と
し
て
招
き
、
神
職

二
十
五
名
総
代
五
十
五
名
の
出
席
に

よ
り
、
平
成
二
十
六
年
度
事
業
報
告

決
算
報
告
、
監
査
報
告
が
な
さ
れ
、

平
成
二
十
七
年
度
事
業
計
画
、
予
算

案
も
無
事
成
立
、
何
の
問
題
も
無
く

議
決
さ
れ
、
愈
信
念
の
支
部
活
動
が

前
進
し
よ
う
と
決
意
さ
れ
た
。

こ
の
日
記
念
講
演
と
し
て
、
神
社

本
庁
総
務
部
長
小
野
崇
之
先
生
に
依

る
「
不
活
動
宗
教
法
人
対
策
」
と
題

し
て
、
研
修
会
を
催
し
た
。
内
容
は
、

「
氏
子
の
皆
様
へ
お
知
ら
せ
と
お
願

い
」
と
し
て
、

一
、
氏
神
さ
ま
は
、
神
社
本
庁
に
所

属
す
る
神
社
で
す
。

一
、
氏
神
さ
ま
は
、
宗
教
法
人
に
な

っ
て
い
ま
す
。

一
、
神
社
に
は
、
宮
司
さ
ん
を
置
く

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
、
神
社
に
は
、
役
員
と
総
代
を
置

く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
、
神
社
が
不
活
動
法
人
と
思
わ
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

一
、
神
社
の
将
来
は
、
氏
子
さ
ん
と

一
緒
に
守
っ
て
い
き
ま
す
。

以
上
の
事
柄
を
、
わ
か
り
易
く
説

明
さ
れ
、
私
た
ち
の
祖
先
か
ら
受
け

継
い
で
き
た
神
社
を
、
こ
れ
か
ら
も

将
来
に
亘
っ
て
守
り
伝
え
、
日
本
の

よ
き
文
化
、
伝
統
を
後
世
に
残
し
て

参
り
ま
し
ょ
う
、
と
誓
い
合
っ
た
。
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支

部

だ

よ

支

部

だ

よ

り

 

支

部

だ

よ

り

 
甲
府
支
部

支
部
長
　
小
　
山
　
利
　
行

北
杜
市
大
泉
町
逸
見
神
社
新
嘗
祭

韮
崎
市
穴
山
町
諏
訪
神
社
新
嘗
祭

御
岳
町
金
櫻
神
社
鎮
火
祭
　
北
杜

市
長
坂
町
穂
見
諏
訪
十
五
所
神
社

厄
神
祭

甲
斐
国
一
宮
淺
間
神
社
鎮
座
千
百

五
十
年
記
念
大
祭

玉
諸
神
社
大
祓
　
甲
府
市
宮
前
八

幡
神
社
大
祓
　
甲
府
市
東
光
寺
山

八
幡
神
社
大
祓
　
北
杜
市
長
坂
町

穂
見
諏
訪
十
五
所
神
社
除
夜
祭

北
杜
市
大
泉
町
逸
見
神
社
大
祓
・

年
越
祭

石
和
町
比
枝
神
社
歳
旦
祭
　
早
川

町
京
ヶ
島
八
幡
日
吉
神
社
元
旦
祭

南
ア
ル
プ
ス
市
百
々
諏
訪
神
社
歳

旦
祭
　
中
央
市
布
施
八
幡
穂
見
神

社
歳
旦
祭
　
韮
崎
市
藤
井
町
福
地

八
幡
神
社
歳
旦
祭
　
韮
崎
市
穴
山

町
諏
訪
神
社
新
年
祭
　
韮
崎
市
藤

井
町
福
地
八
幡
神
社
祈
年
祭
　
北

杜
市
白
州
町
若
宮
八
幡
神
社
元
旦

祭
　
北
杜
市
小
淵
沢
北
野
天
神
社

元
旦
祭
　
北
杜
市
高
根
町
熱
那
神

社
歳
旦
祭
　
北
杜
市
高
根
町
長
沢

船
形
神
社
歳
旦
祭
　
船
津
筒
口
神

社
歳
旦
祭
・
厄
祓
祭
　
船
津
八
王

子
神
社
歳
旦
祭
・
厄
祓
祭
　
大
月

市
葛
野
御
嶽
神
社
歳
旦
祭
　
大
月

市
初
狩
町
八
幡
神
社
歳
旦
祭
　

大
月
市
駒
橋
三
嶋
神
社
元
始
祭

新
屋
山
神
社
正
月
祭
　
新
屋
山
神

社
正
月
例
祭
（
漣
神
社
）

11
・
28

12
・
６

12
・
９

12
・
31

１
・
１

１
・
３

１
・
17

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

東
山
梨
支
部

支
部
長
　

原
　
左
　
門
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「神殿新嘗祭」  

「教化委員会研修旅行」 
（屋久島、指宿温泉） 

「神宮初まいり」  

　初穂を供え、今年一年の収穫の感謝と喜びを神々

に奉告する「新嘗祭」恒例による神事を下記によ

り斎行致しますのでご参列下さい。 

記 

１、日　時　平成27年11月20日貊 

　　　　　　午後１時30分 

２、場　所　山梨県神社庁神殿 

　過日の委員会でご了解を頂いた、今期委員会の

最終研修旅行を下記の予定で実施いたします。詳

細は変更の可能性もありますが、日程と概ねの旅

行代金は変わりません。奮ってご参加ください。 

記 

日　　程　平成28年３月８日（火）～10日（木） 

行程予定　８日　各地～航空機/鹿児島空港～ 

　　　　　　　　霧島神宮～高速船／屋久島 

　　　　　　宿泊　屋久島グリーンホテル 

　　　　　９日　屋久島内散策～高速船/指宿 

　　　　　　宿泊　指宿海上ホテル 

　　　　　10日　知覧特攻平和会館～航空機／ 

　　　　　　　　羽田空港～各地 

旅行代金　98,000円（予定） 

募集人員　30名 

「新穀感謝祭」 

　我が国の御親神、心のふるさとと仰ぐ「お伊勢

様」。その限りない御神恩に感謝の真心を捧げ、「瑞

穂の国」と称えられた我が国柄への思いを新たに

する新穀感謝祭は、本年で六十一回を数えること

となりました。 

　本年も多くの皆様のご参列を得て、奉賛の喜び

を共に致したく存じます。 

記 

１、日　時　平成27年11月16日・17日 

　　　　　　　　　　　　　　　（一泊二日） 

２、神宮では御垣内にて特別参拝、神楽殿での御

　　神楽の奉奏が執り行われ、「干支の飾り皿」

　　が参拝記念として撤下されます。 

３、宿泊ホテル、行程、参加費は支部によって異

　　なります。支部役員・神社宮司にお尋ね下さい。 

　毎年恒例となりました神宮初まいりの旅を下記

の日程で行います。今回は、神宮参拝後、北海道

へ移動し札幌雪祭り並びに北海道神宮参拝を予定

しております。 

　多数の皆様にご参加いただきますようご案内申

し上げます。 

記 

１、日　時　平成28年２月４日貅～６日貍 
　　　　　　　　　　　　　　（二泊三日） 
２、参加費　決定次第、ご案内致します。 

今 後 の 予 定  


